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 （ 開会 午前１０時００分 ） 

 

◆開会 

◎議長（葛谷寛德） 

皆さん、おはようございます。本日の出席議員は全員であります。 

それでは、ただいまから本日の会議を開きます。本日の議事日程及び質疑・一般質問の

発言予定者は配付のとおりであります。 

 

◆日程第１ 会議録署名議員の指名 

◎議長（葛谷寛德） 

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。本日の会議録署名議員は、会議規則第８

８条の規定により９番、前川議員、１０番、野村議員を指名いたします。 

 

◆日程第２  議案第７０号  飛騨市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条 

例について 

               から 

日程第１４ 議案第８２号  令和２年度飛騨市農村下水道事業特別会計補正予算（補 

正第１号） 

日程第１５ 一般質問 

◎議長（葛谷寛德） 

日程第２、議案第７０号、飛騨市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例に

ついてから日程１４、議案第８２号、令和２年度飛騨市農村下水道事業特別会計補正予算

（補正第１号）までの１３案件につきましては、会議規則第３５条の規定により一括して

議題といたします。１３案件の質疑とあわせて、これより日程第１５、一般質問を行いま

す。 

それでは、これより順次発言を許可いたします。最初に１２番、高原議員。 

〔１２番 高原邦子 登壇〕 

○１２番（高原邦子） 

  発言のお許しをいただきましたので、質問させていただきます。新型コロナで世界中が

経済的にもダメージを受け、完全収束もままならない今、感染羅患を避ける努力を市民と

ともに取り組み、コロナ影響受けている人々にいち早く対策等を打ち出している市の行

動には感謝している人は多いと思われます。しかし、コロナ後のアフターコロナ、よく言

われますけれども、その世界は、とりわけ日本は、今までどおりの生活はできないと覚悟

しておいたほうがよいと思われます。であるため、コロナ後をどのようなビジョンを持っ

て市民に飛騨市の将来を考えているかを示していく必要があると思い、質問をいたしま

す。 
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まず初めに、可処分所得の増加を図るための方策は考えているかについてです。所得が

低ければ市民の幸福感は得られません。日本人の所得は、アジアの中でも香港・マカオ・

シンガポールの下ともいわれています。東京など都会よりはさらに低いのが地方の田舎

であります。可処分所得で見ると、もっと低いのが日本の現状だといわれています。地方

は、都会と比べて今までなかなか日が当たらないようなところがありました。しかし、コ

ロナ後は、一極集中からの脱却や今までとは違う方法を取らざるを得ないと、そういった

ことを考えると、地方はピンチをチャンスに変えることができるかもしれない。そこで、

納税者の所得の過去からの今までの推移をですね、市は把握されているのでしょうかと

いうことをお伺いいたします。 

もう一つ、昨年度も市民税というか、市税が増えたということで、収入が増えたという

ようなことを決算委員会か何かで言われたと思います。たしかに所得が多くなったから

こそ、税金上がったんでしょう。しかし、個々の家庭の様子を見ると、子どもの学費とか、

いろんなことで給料が上がったからといって楽になったとは思われていないのが現実で

あります。それでは、可処分所得を増やしていく方策はどうしたらいいのでしょうか。 

また、可処分所得というものについてどのように市は考えているのかお伺いいたしま

す。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

  おはようございます。可処分所得の問題につきましてのお尋ねでございます。今回も大

変難しいご質問を賜りまして、２つお尋ねあったんですが、関連しますので、私から一括

してお答え申し上げたいと思います。 

まず、納税義務者の所得の確保と推移ということでございますけれども、毎年６月に前

年度の所得に対して個人市民税を課税するということでありますけれども、所得控除等

を行う前の収入額ですね、ここについて、市の雇用あるいは経済状況を的確に示す判断資

料というふうに位置づけておりまして、日ごろからこの推移を注目して見ております。本

市の市民の所属分ごとの構成で申し上げますと、給与所得者が４分の３近くを占めると

いうことですので、ここが全体を左右するということですから、この給与所得の部分をと

くに注目することになるわけでありますが、市民の給与収入総額、所得控除前のですね、

実際の額面の金額ということになりますけれども、平成２７年から令和元年の５年間で、

受給者数が３３７人減少している一方で、収入総額は３８３．８億円から３８６．３億円

に２．５億円増加しているという状況でございます。これを単純平均で割ってみますと、

一人当たりの年収額は、２８５万円から２９４万円へ９万円増加しているということに

なります。 

これは、高齢化社会における人手不足が課題となっている中で、パート勤務者の賃金引
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き上げ、あるいは正規雇用への登用等が影響しているものというふうに考えられるとこ

ろでありまして、今後ますます定年延長、高齢者あるいは子育て世代の女性の就労が加速

する中で、給与収入総額は微増が続いていくのではないかというふうに考えているとこ

ろでございます。一方、同時期の営業所得や農業所得の分野におきましては、事業者数収

入総額ともに減少傾向にございまして、これは後継者不足、市民の購買スタイルの変化が

影響しているものと考えられます。これらの分野におきましては、さらに効率化を高めた

り、これまでと視点を変えた収益性の高い事業手法を模索していく必要があるというこ

とをこの数字は示唆しているというふうに思われます。 

このように所得発生分野ごとの収入総額や所得段階別の構造、現状の推移を把握分析

しまして、それに加えて現場の状況、生の声を聞きまして、政策立案につなげていくよう

なことを考えているところでございます。 

２番目の、総額はそうなんだけれども、可処分所得はと、大変重要なご指摘でございま

す。この可処分所得の捉え方でありますが、簡単に今言えば、所得から税金や社会保険料

を引いた残りの手取り収入ということでありますので、生活者からとってみれば、ここが

１番の起点で関心事だということだと思います。市の可処分所得というのはなかなか数

字で出ないので、全国トレンドで見ることになるのですが、国が発表しております可処分

所得の推移を見ますと、９０年代初頭のバブル期以降、減少を続けておりまして、２００

０年ごろに現象は止まり、その後ですね、２０１４年ごろまで横ばい圏内で推移していた。

２０１５年以降は、増加に転じているということでございまして、これは先ほど、飛騨市

においても、市民の収入金額でも多少これに反映されているのではないかと思うわけで

ありますが、実際の体感的な可処分所得は、選択的支出に回せる所得、これはつまり可処

分所得から食料・家賃・光熱水費・保健医療サービス費など、あるいは生活必需品とかサ

ービスの購入に充てられる部分を引いたものでありますから、これを基礎的支出といい

ますけれども、これを引いた部分でありますので、それにさらに消費者物価指数を加えて

みると、これが１番大事でありまして、これが実質可処分所得といわれるものであります。

この動きを見ておくということになるわけであります。この件につきまして、なかなか捉

え方が難しいんですけれども、経済系のレポート読んでおりますと、大和総研さんがです

ね、この論文を結構出しておられまして、２０１１年から２０１８年の推計結果というの

が論文で発表されております。これを見ますと、若い単身世帯、子育て世帯で実質可処分

所得が平均数パーセント増加しているケースが見られるものの、これは専業主婦だった

妻の就労による要素が大きいというふうに分析されておりまして、大半を占める就労形

態が変わらない世帯では、逆に数パーセント減少しているというふうに分析されており

ます。年金生活者世帯では、消費税の引き上げを含む物価上昇によりまして、５パーセン

ト弱の減少となっているというのが大和総研の論文の記述でございます。一部増加して

いるところもあるのだけれど、大半あるいは年金生活者世帯は逆に数パーセントから５

パーセント減っているんだとこういうことであります。こうして見ますと、飛騨市は恐ら
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くですね、高齢化率が高くて、年金生活世帯が多い、あるいはもとから共働き世帯が多い

という地域でありますから実質可処分所得は恐らくやや減少しているのではないかとみ

ることができるのではないかということであります。そうしますと、今度は実質可処分所

得を増やしていくための方策は何があるのかということになるのですが、私自身は大き

く４つあるのではないかと考えております。 

まず１つ目は、就労率を上げてですね、所得そのものを増やすということであります。

そのためには、女性・元気な高齢者等就労促進ということになるわけでありますけれども、

飛騨市の場合、労働力率、就労率とも高くて、いわば働ける人は働き尽くしている状態に

ありますので、深堀りには限界があるということでございますので、例えば、この新型コ

ロナ禍の中でも人手不足が続く介護や福祉、製造業、土木との事業所とマッチングを図る

というのが一つの取り組みになるのではないかというふうに考えられます。 

２つ目は、事業所から支払われる給与水準を上げていくということであります。このた

めには、利益率を高めてもらわないと当然支払いができないということになるわけであ

りますから、新たなサービス、製品の開発、あるいは地元以外の販路の拡大といったこと

で、利益率を高めていくということが不可欠だということです。とりわけ市内就業者の２

割強を占める小売業、飲食、宿泊を含むサービス業はその必要性がとくに高いというふう

に考えておりまして、現在ご好評いただいておりますビジネスサポートセンターによる

寄り添い方の相談支援とかネット販売の強化支援ということを通じて、これを図ってい

く必要があるのではないかというふうに考えております。もちろん各事業所における生

産性向上の取り組みというのはここに直結いたしますので、それをさらに取り組んでい

ただくというのは当然のことということというふうに思います。 

それから３つ目ですが、今度は逆に生活コストを下げていくということも可処分所得、

実質可処分所得を増やすという対策になるわけです。これはいわば生活防衛ということ

になるわけでございまして、これは私どもも含めて、多くの方々が生活の中で普通に取り

組まれていることだろうというふうに思うわけであります。それがゆえに例えば型番商

品のようなものはネットで１番安いところを探して購入されると。少しでも安いお店で

購入されるということは、多かれ少なかれ皆さんやっておられるのではないかというこ

とです。ただそれ自体は悪いことではないんですけれども、一人一人がそのコスト縮減を

追求いたしますと、いわゆる経済学でいう「合成の誤謬」というのが生じます。市内全体

で需要が減少して、結果として多くのお店で売り上げが減る。実質可処分所得が減って地

域経済が縮小していくとこういうことになるわけでありまして、一人一人の取り組みは、

ある意味正しいんだけれども、それを地域でまとめてみると、結局地域では買わないとい

うことになって、それが地域の売り上げ減少、可処分所得の減少につながっているとこう

いうことが起こるということです。そうしますと、これは行政でもそうですが、入札で１

番安いところということになってくるわけですけれど、コスト縮減と地域経済の維持を

同時に実現するという工夫をどうしても考えなきゃいけない。そのためには、やはり各お
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店が自分の店舗でしかできないサービスというものを考えて、ここでお金を使うという

ことを合理性を持って捉えていただけるようなことを考えていただく必要があるという

ふうに思います。生活防衛の中で浮いたお金をまた地元で使ってもらえるようにしてい

くということに、そうしたことを通じてつなげていくということでありまして、それに対

する市のサポートというのは、先ほど申し上げたビジネスサポートセンター等という新

しい取り組みの支援ということになってくるのではないかと思います。 

それから４つ目でありますけれども、年金生活者へのサポートというのがどうしても

必要になるというふうに思います。市内の年金受給者の年金水準というのには差がござ

いまして、結構大きな差があるというふうに認識しておりますけれども、とりわけ課題な

のは、国民年金の基礎年金のみで生活しておられる受給世帯の方々で、物価水準の上昇が

生活を直撃するということは、これは大いに考えられることであります。ので、これは市

のみならず、国全体の議論としてその支援を検討していく必要があるのではないかとい

うふうに考えておりまして、いわばセーフティーネットをしっかりはっていくというこ

とが、これはセットとして考えなければいけないし、またその全体的な方策というのも国

全体として考えていただく必要がある、市も一緒に考えていく必要があるということで

はないかというふうに思います。以上でございます。 

  〔市長 都竹淳也 着席〕 

○１２番（高原邦子） 

本当によくまとめていただいたと思っております。私もそのとおりだと思っています。

私も可処分所得というのがちょっと出しづらくて、納税義務者の一人当たりの所得とか

そういうのが総務省関係のところから出されて、つくってみえてちょっと頼んでつくっ

ていただいたというところがありまして、いろいろ見ていたんですけれど、市長のその今

の分析で間違いないと思います。それで、やはり今若い就職して何年間経った人たちに聞

くと、お給料は上がっていくと。例えば、公務員の場合、ある程度上がっていきますね。

しかし、新卒できたの人のほうが手取りがいいなんていう話も聞いたりします。 

結局、これは、社会保障費、年金とかいろんな税金よりもやっぱりそういったところに

かかってくるのかなという気がいたします。これは市だけでね、そういったことはいえな

いんですけれども、じゃあどうするのかと。市長は、４つ出されました。生活コストを下

げる。本当に私は、これが１番、あとの質問のところにもかかってきますけれども、今回

のコロナで、いかに日本はマスクひとつにしたって国内で完結できていないのかがわか

ったと思うんですよね。そうですよね。今まで安かろうということで消費者が求めてきた。

だから中国とかいったところの人件費も安かったということで、工場を建て、そして中国

に依存していたところがものすごくあって。大工さんにも聞いたら、いろんなところの何

ていうのかな、材料も中国が今ストップしているので入ってこんと。いかに日本は外国に、

それは安いからということがあったと思うんですよ。私は、これはやっぱり私たちも考え

ていかなきゃいけないけれど、先ほど「合成の誤謬」とおっしゃったんですけれど、本当
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そのとおりで、一つ一つはいいことをしているんですが、大きく見ると、全体像で見ると

違ってくると。これはいろんなところでも起こり得ることで、私はこの「合成の誤謬」と

いうのを言おうと思っていたのに、市長に使われたので、あっと思いました。それで私が

思うんですけれど、市が何ができるかと。母子家庭とか父子家庭とか分けるんじゃなくて、

やはり収入の少ないご夫婦の家庭もそうですよね。そういったところに例えばさっき食

事のことが基礎的なものだからそういったものとかでちょっと協力してあげられないか

ななんて思ったんです。 

もう一つ、市長にお尋ねしたいのが、セーフティーネットというようなことも言われた

んですけれども、ベーシックインカム的に捉えていかないといけないところもあるんじ

ゃないかなと思うんですが、その点はいかがお考えでしょうか。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

今回の特別定額給付金というのは、ある種のベーシックインカム施策だったのではな

いかなというふうに思うんですが、あの私はベーシックインカムということをどう思わ

れるかというのをちょうど１年前、ある会議のときに聞かれて、私は大いにある、一つ考

えられるという政策だと思うという話をしたのですが、道のりが結構難しいと。つまり、

そのベーシックインカム、国全体でやらないといけないわけですけれども、当然、その例

えば生活保護とかですね、例えば特別児童扶養手当、いろんなものを全部廃止して一本に

するわけですから、ものすごく実はそこのコストがかかるんですね。そこまでどうやって

もっていけるのかという問題といろんなベーシックインカムの研究があるんですけれど

も、トータルしてみると恐らく算出としては今のその関連して廃止するものよりもはる

かに多くなるだろうということになるわけでありますので、そのへんをその国家財政の

中でどういうふうに国債の議論も含めて位置づけるのかというのは大変難しいことだろ

うなというふうに思います。その意味では、修正ベーシックインカムといいますかですね、

少しその経済的に厳しい方のところのセーフティーネットを手厚くしていくという中で、

解決を図っていくんだろうなと。つまり、その生活保護のもう少し上に広げるというんで

すか、そういったことが恐らくステップとしてはあるのではないかということを個人的

にはそんなことを思います。ただなかなか地方自治体で取り組むというところの難しさ、

それから財政的な問題、それから何とトレードオフにするのかという問題、いろんなもの

がありますので、難しいと思うんですけれども、一つの考え方であろうかなというふうに

はベーシックインカムについては思っております。 

○１２番（高原邦子） 

私もそのように思っております。それで２番目に事業所とか会社が給与水準を上げて

くれれば良いのではないかというようなことは、私はこれが１番いいかなと思っている

んです。そうしますと、飛騨地域ではそこまでじゃないんですけれども、例えば、飛騨の
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ほうでも大企業からいろんな部品とかそういった製造業で請け負っているところがある

んですね。大企業は内部留保を多く持っていて、この間もトヨタが何かその利益が５，０

００億円になったと書いてあったんですけれども、私は下請け泣かせみたいなことをし

てではなくて、いろんなところに下請けとかするわけじゃないですか。ちゃんとやってい

けるような感じにして、その上の大きなところは内部留保でためるばかりではなく、社会

の全体像として、これは日本全国はそうなんですけれど、していけば、ちょっとは給料も

下請けの方々も上げられるしというふうに思っています。それで、飛騨市内にある事業所

とかそういったところも本当はいっぱい利益を出して、本当に従業員さんにお給料を出

したいなと思っているのが経営者と皆さんだと思うんですね、本当に身近ですから。 

しかし、なかなかとうまくいかないと。こういったときにですね、やはりさっきサービ

スのアップとかそれぞれがいろんな工夫をすることが大切だと。やっぱりそう思うんで

す。知恵を出すんですね。そういったときに、なかなかと例えば、１人親方でいろいろや

っている方々、なかなかと、何て言うのかな、そういったところまで手が回らない方々に

対して、私は市の商工観光部の商工部でもいいですから何とかいろんな「こんな方法もあ

りますよ」というようなこととかそういうのを教えると言うとちょっと語弊があります

けれど、紹介すると言って、やっぱりこんなふうになるんだとかあとの話になるんですけ

ど、あのいろんな何ていうかな、そういったものを使ってですね、何というのかな、今ま

でと違ったことができていくとは違った挑戦がその企業ができるんですよというそうい

ったものを私は、市がですね、紹介したりとかすることができるんじゃないかと思うんで

すね。そういったことを取り組んでみえるとは思うんですけど、もっともっと質を上げて、

そして明解にと言ってはおかしいですけれど、わかりやすく紹介していくような方法を

とっていただきたいと思うんですけど、どうでしょうかね、そのへんは。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

まさしく私自身の市政の産業政策は、そこを一番重点にしているといっても過言では

ないところがありまして、そこをただやっていくための手法というのは、従来のような補

助を出したりという仕組みでは絶対ないんですね。本人の気づきとそれからご本人の会

社なりご本人の仕事の強みですね、これを見つけて、それを外の目で評価して、ここを伸

ばしていくことによって、もっと良いサービスができるようにあるいはその自信を持っ

てもらっていろいろ考えようとする力を後押ししてあげるということが一番大事なこと

で、すごく抽象的で精神論的に聞こえるんですが、私もいろんな会社を見てきまして、そ

れがやっぱり一番大事だというふうに思っております。 

飛騨市ビジネスサポートセンターというのをつくってですね、中小企業診断士で非常

に古川町商工会時代から信頼の厚かった伊藤慎悟さんという方に今センター長で来てい

ただいて、結構予約もいつもいっぱいですが、先般も一緒にお話しする機会があったので



8 

 

すが、やっぱりきちっと寄り添い型でやっていただいていて、相談にも何度も乗りながら

新しいチャレンジを後押ししているサービスがとられていまして、まさしくこれじゃな

いかというふうに思います。 

それから一つ、同じ商品でもパッケージデザインを変える、新しいところで新しい人に

買ってもらうという体験を通じて、ぱっと販路が開けるということがあって。今これも市

の事業で東京の六本木のミッドタウンにあるメイドインジャパンプロジェクト地場日本

というセレクトショップの赤瀬社長さんに手伝っていただいて、今、東京でのテストマー

ケティングとかいろいろやっているんですが、２月、３月だったと思いますけど、新しい

昨年度の商品を見せてもらったのですが、本当に見違えるようになって、これがあの商品

かと思うようになっていると。やっぱり売り上げが変わってくる。それによって値付けが

変れるんです。例えば、１瓶、３００円ぐらいだったものを５００円で売ったり、そうい

うことができるようになる。それによって利幅が増えてくるとこういうことですから、そ

ういうのを一つ一つ丁寧に寄り添っていくということ。それからここだけで商売してい

てはもうマーケットが縮んでいくばかりですから、やっぱりネットで商売をしていくと

いうことは絶対に必要で、ネットは脅威であるという捉え方をすると脅威ですけれど、大

チャンスであると捉えると大チャンスで、ここも苦労しながらやってきましたけれども、

ようやく今、花開いてきて、今回のコロナの中で、先般も新聞にも書いていただいており

ましたけれど、ネットの売り上げだけで今までの減収分をはるかに補って、それを上回る

売り上げを上げる会社が実際に市内でも出てきておりますので、やっぱりそうしたこと

を一つ一つ積み上げていくということがですね、大事かなというふうに思います。 

○１２番（高原邦子） 

ありがとうございます。それで本当にあの可処分所得が増えてよかったなと思っても

らえるようなそんなふうになっていければいいなと思っています。 

それで、次の質問なんですけれど、飛騨市を将来どんなまちにしますかというふうにし

たんですが、コロナの後、いろんなことがありまして、コンパクトシティとかスマートシ

ティといってコンパクトシティは前から言われていましたけれど、スマートシティそし

てスーパーシティとかそういった言葉を耳にするようになったんじゃないかと思うんで

すが、東日本大震災の復興計画には、目標とされていたコンパクトシティ。それより１５

年くらい前からこのコンパクトシティは取り組まれておられました。昨年は、国交省がス

マートシティ実現を目指して、先行モデルプロジェクトをはじめ、５月ですが、国会でス

ーパーシティ法案が可決されました。ＡＩやビックデータを活用して社会の存在を全く

根本から変化させる未来都市設計の動きが国際的に進歩・前進していることを考え、世界

最先端都市の創生を目指しているとのことであります。飛騨市がと思われるかもしれま

せんが、その根本に流れる理念は傾聴に値するものではないかと思います。店に買いに来

てもらわなくても品物は売れます。配達の人に聞きますと、飛騨市にもＡｍａｚｏｎの配

送品が毎日のようにあるそうです。それだけ需要があるということです。コロナの自粛期
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間もリモートで、遠隔地のリモートでですね、会議をしたり、テレワークもされました。

時代が変わってきています。そのスマートシティとかそういったところの基本コンセプ

トというのがありまして、その３にですね、地方自治体首長のコミット力強化というのが

うたわれているんですね。時代の流れと目指す飛騨市のまちづくりには、ＡＩの発展は必

要であると私は思います。例えば、モビリティー部門の自動車自動運転やドローンの有効

活用にも大切ではないかと思います。今までの既成概念を変えないと、今後は生きにくい

世の中になるのではないかと思われます。ＳＤＧｓ、持続可能な社会の実現に向けて、ア

フターコロナの社会をどう市長は思い描いているのでしょうか。市長の思いはどこにあ

るのでしょうか。質問をいたします。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

飛騨市をどんなまちにという話でございまして、これまた大変難しいご質問を賜りま

した。まとめてお答え申し上げたいというふうに思います。コンパクトシティとかスマー

トシティ、スーパーシティというようなことでお触れになったわけでありますけれども、

さまざまな都市の姿を描いて、これからの時代はこうなっていくんだというような議論、

私もこれまでいくつも見てきました。例えば、コンパクトシティにお触れになりましたけ

れども、これ結構長い古い概念でありまして、都市計画の範疇の概念でありますが、車中

心の郊外型社会から公共交通を用いた駅を中心としたまちなかへの誘導、その小さなま

ちに転換していこうということなんですが、これはもとをたどるとアメリカの８０年代

のニューアバニズムからスタートしておりますので、結構歴史の長い議論であります。 

一方、スマートシティ・スーパーシティ、これもやはり別の流れがありまして、かつて

は地域情報化といわれた流れでありました。古くは８０年代に通産省がテクノポリス構

想というのを唱えたことがありましたし、私が長くお仕えした岐阜県知事の梶原前知事

はですね、建設省の都市局長時代にインテリジェントシティということを提唱されまし

た。２０００年代の初頭、ちょうど森内閣のあたりから小渕内閣の前後だったと思います

けど、ｅ-ジャパン戦略というようなことをいわれた時期があって、その事業も似たよう

な概念がですね。いろいろ提示されたということを思い起こすわけであります。今どうい

う議論がされているかと言いますと、情報社会の次のステージで、Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０

というのが今の議論ですね。今までの流れの中にあるわけですが、仮想と現実を融合させ

た人間中心の社会がわが国の目指す姿だとこういう話で大変難しいことなんですが、有

りていにいいますと、ＩＣＴ・ＡＩ・ＩＯＴというデジタル技術を使って高齢化とか過疎

化とか格差という問題を解決していこうという流れであって、これが議員がおっしゃら

れるＳＤＧｓの概念とも一致してくる。こういうことだろうと。これがスマートシティ・

スーパーシティの本質で、つまるところ最先端の情報技術を使って、自分たちの人間生

活・社会生活をよくしていこうよとこういう話なんですね。こうしたことを見ていて、な



10 

 

るほどなと。この一つの大きな流れというのは、大変納得ができるものであるわけです。

ただ、ここの歴史を振り返って思うことは、国が都市像を描いたから世の中が動いたとい

うことは決してないというふうに思うんですね。実際には技術革新が先に起こって、それ

を促進する考えとしてデジタル技術に対応した都市像というのが打ち出されて、現実的

なことを言いますと、各省庁の予算獲得の手段だというところも多分にあります。そうし

たことの中で思い出すのが、インターネットの普及のちょうど最中の時代の出来事であ

るわけですけれども、９０年代の後半から２０００年代のはじめ、インターネットが社会

を変えると盛んにいわれました。その技術をビジネスとか行政に活用しようということ

で、国の補助制度もたくさんできましたし、モデル事業もたくさんできました。それから

実証実験にも多額の予算が使われたということを見てまいりました。私、県庁時代に大垣

のソフトピアジャパンというところに１年半勤務したことがあったんですが、ちょうど

その真っ最中でありまして、多額の助成金がこうした実証実験に使われたという最中に

私いたわけであります。ただ、そのときは、こうしたモデル事業実証事業が世の中を変え

ていく、先導になるんだというふうにいわれて取り組んだわけでありますけれども、実際

にその後それが変えたかというとそうではなくて、民間企業の開発競争の中で圧倒的な

スピードで、しかも大変安い技術が開発されて、それが暮らしの中に普及することで、世

の中が変わっていったんです。そのように見ています。実際に例えば、ＮＴＴのフレッツ

に代表される光ファイバー網というのがそうでありまして、もういつのことになるかと

いわれていたのが、わずか数年でですね、しかも家庭で普通に導入される金額で進んでい

った。携帯電話もそうでありまして、今ＬＴＥ、４Ｇから５Ｇという時代ですが、思い起

こしていただくと、最初ＮＴＴドコモのＦＯＭＡというのが出てきて、これはとんでもな

くスピードの速いすばらしい技術だといわれたんですが、今は３Ｇですからつながりに

くいところが飛騨市内もですね、スピードが遅いところがそのＦＯＭＡ回線であるとい

うくらい、この間に進んだということであります。ですので、民間のどんどんどんどん進

んでいく力というものの方がはるかに強い。となると、その中で先ほど議員お尋ねのスー

パーシティとかスマートシティとかどうやって市民生活をよくするのがいいのかという

ことに対して、地方自治体がどうコミットしていくのかという観点でいいますと、それは

新しい情報技術の開発があったときにそれが民間サービスとして始まろうとする段階で

敏感にそれを見極めて、それを市政の中に、あるいは市民生活の中に落とし込んでいくと

いうそこのスピード感、これがですね、１番大事なことではないかと。それによって身近

な利便性の向上というのを図っていくのが大事なことではないかなと思うわけでありま

す。市としてもそこについては取り組んできたつもりでおりまして、例えば、地域電子通

貨のさるぼぼコイン、この活用はその例であると思っております。平成２９年でございま

したが、飛騨信用組合さんがさるぼぼコインを導入されたということで、市は先陣を切っ

てですね、これを住民票の発行手数料でありますとか税の納付というところに入ってい

たわけであります。そのときに思いましたのは、これは早くから着手して、行政に生かせ
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れば、例えば、将来的にいきいき券を地域電子通貨で発行するとかより利便性の高くコス

トが削減できる仕組みにつながるのではないかと思ったことに端を発したわけでありま

す。それは今回、プレミアム地域電子通貨さるぼぼコインをプレミアム商品券の代わりに

使うということにつながったわけでありますけれども、今回ご承知のとおり大変圧倒的

な反応がありましてですね、また今も何とか継続、復活してくれないかという声がいくつ

も寄せられております。これはさるぼぼコインに市が取り組み始めた当時は全くなかっ

た現象でありますので、こうしたいち早く新しい技術に少しでも利便性を高められるよ

うに取り組むということが新しい可能性を開くということの一つの証左ではないかと思

います。 

その他には、例えば、今のコロナ禍において、そのチャンスであろうということでいろ

いろ取り組んでいるのですが、例えば、オンライン会議システムのＺＯＯＭというのを使

っておりまして、今市役所内の会議、実はこの本会議の直前まで新型コロナウイルス対策

の本部会議をやっていたのですが、あれはもう振興事務所はもうずっとＺＯＯＭを使っ

てやっていますので、振興事務所長はここには来ません。副市長も別室でＺＯＯＭで参加

するというかたちになっています。それからあと実際にやってみたこととしては、市長と

ともにふれあいトーク、これもＺＯＯＭでやって合わせてＦａｃｅｂｏｏｋライブで中

継しまして、直接皆さんの声がリアルタイムにとれるということを体験いたしました。あ

と、オンライン市長室、高校生向けのオンライン市長講座ということもこれを使ってみた

ということであります。あとそのほかには、楽天との連携を通じて一昨年から取り組んで

いるドローンプロジェクト、先ほどお触れになりましたけれども、この発展がありますし、

ＫＤＤＩとの連携でスマート農業防災ということで、田んぼの水をですね、自動的に計っ

て送水する実験を昨年から始めています。こうした民間企業との連携の中で、開発にコミ

ットするのではなくて利用のほうにコミットしていく。これはですね、地方自治体の役割

ではないかというふうに思いますし、地方自治体の長としてのコミット力というのは、恐

らくそこに敏感に対応する力かなというふうに捉えているところでございます。 

○１２番（高原邦子） 

いろんな捉え方があると思うんですが、私は先ほどですね、所得のことを言いました。

いろいろ数字的なのをちょっと数字書いてきていないのであれなんですけど、昔は、ＧＤ

Ｐが世界で２位だった日本がですね、今本当に落ちてきています。生産能力。最初、私は、

人口減だからしょうがないのかなって思っていたんですけれど、いや実は違って、このＩ

ＣＴとかいろんなこういったことに対して乗り遅れてるとか、開発もろもろが中国とか

ほかのところに比べて遅れてきていることが、私は最大の原因じゃないかなとこのごろ

考え直したんですよ。日本は、ものすごく日本人の仕事というのは、いい品物をつくる。

それは、今も変わりありませんけれども、先ほどの安かろうというそういったものに備え

て。そして、また世界レベルの世界規模で見る経済状況の中、新興国にとっては何も高級

な品物じゃなくてもいいわけなんですね。粗悪とはいいませんけれど、ちょっと違うもの
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でもいいと。そういったもののほうに流れていくと。そうすると、国際的にも訴求力が失

われてきているし、ましてや自国でいろんな生産とかそういうことも工場もつぶしてき

た。それが私はＧＤＰ等々の下がりになってきているし。何よりも市長は、シンガポール

にいらしたことがあると思うんですけれど、今シンガポールの半分も日本はいかないく

らいなんですよ。３０年くらい前は、まだシンガポールよりも日本は上だったんですよね。

どこが違うのか。私はここだと思ったんです。ですから、しっかりと飛騨市が開発とかい

ろいろしようとかそういうことをいっているのではなくて、先ほどＳｏｃｉｅｔｙ５．０

の話もされましたけれども、やはり何ていうのかなしっかりと時代についていくという

ことも大事で、私は、本当にこれ苦手な分野で、わからないことがいっぱいなんですけれ

ど。でも、こんな世の中になったらいいな、こんな便利な世の中だったらいいな。交通の

ことを考えると、すぐ車というかバスでも来てくれるようになったらいいなと。では、そ

れみんな情報でやって、そしてＡＩがどこどことかいろんなことをしてくれれば、こんな

便利な。私は、本当に便利なこんな世の中になって、こんな未来になったらいいなという

ものを実現するためには、これは絶対必要なんですよ。ですから、コミット力、市長はあ

ると思いますけれども、ぜひがんばっていただきたいと思っているんですね。 

それで今市長、その県庁時代の話をされましたけれど、これ官でやっとったんじゃだめ

なんですよ。やっぱ民が動いて。民のほうがいいです。そういったことでですね、いろん

なことをするには民の力も入れてということで、官・民そしていろんな人が入ってプロジ

ェクトも立てたり、いろいろしていこうと。いろんな分野がありますから、それの専門家

なり、そして地域の人たちが入って。地域と言いましても、もちろん事業者とか、もちろ

んそういった方々、慣れた人、そうした人たちを募って、そして、こんな世の中になった

らいいなというその未来のそれが実現できるのが今なんですよ。 

先ほど途上国の話をしましたが、途上国は、私たちがずっと歴史で生きてきて、いろん

な苦労をしてきたことをしっかり社会が全世界の全部の国が支えるならば、もうその私

たちが今生きているこの状態からスタートさせることができるわけなんですよ。もちろ

んその水のないところはちょっと汲まなきゃいけないですけれど。いろんな意味で。だか

らこのスマートシティの実現に向けてですね、いろんな局面のところで市長はしっかり

といろんな環境問題もそうですけれど、そして福祉関係のほうもそうです。医療もそうで

す。もしかしたら、診療もそこまで行かなくてもいいかもしれない。飛騨市は広いんです

よ。だからこの移動するその時間とか距離とかそういったことを少しでも市民のために

便利になったらというふうにいっぱい役立てるところがあるので、がんばっていただき

たいなと思うんですがいかがでしょうか。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

そうですね、先ほど申し上げたように、いろんな新しい技術というのが生まれてきてい
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ますから、それを敏感に察知して、できるだけ生かせるようにしていくと。そこに積極果

敢にチャレンジしていくということですね。何と言いますか、スタンスというのは、自治

体によって、首長によっていろいろ違います。安全を重視すれば、ほかがやった後にやっ

ていくというのが一番安全なんですね。早い時期に取り組むというのはリスクがありま

すので、それはやはり費用対効果みたいなところで若干マイナスが出るということもあ

るかもしれない。だけどそのバランス感で、やっぱりここはいけそうだと思ったところを

敏感に察知して動いていくということが正しく先ほどコミット力ということかなと思い

ますので、今までもそうやってきていますし、引き続きまた取り組みながら広い地域のあ

る飛騨市の市民生活のですね、利便性向上あるいは生活の質の向上、そこにつなげていき

たいなと思っております。 

○１２番（高原邦子） 

たしかにパイオニアとか先駆者というのは危険もあるんですが、今回コロナ対策につ

いて高山の方々からも私はお電話もらっていますけれど、都竹市長は本当にフットワー

クがいい、本当にいい市長やなと言って電話をいただきました。私もあといろんな全国的

な市議会の仲間の議員さんとかそういう方々とちょっと連絡を取り合ってみましたが、

やはり大きな都市部の議員さんはちょっと別かも知れませんけれども、都竹市長は今回、

いろんな対策、早かったと思います。私は思うんですけれど、その危険もあるかもしれな

いけれど、臨機応変という言葉、市長好きじゃないですか。いろいろやりながらチェンジ、

変えていくこともできるんです。何もしなければ終わりなんです。ですから、そういった

励ましの言葉が、いいなという言葉があるということを背中に背負ってですね、ぜひまた

コロナ後も市民のためにですね、明るい飛騨市になるよ、考え方によっては地方の時代だ

よということをちょっとやっていってもらいたいなと思っております。これで私の質問

は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

  〔１２番 高原邦子 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

  以上で、１２番、高原議員の一般質問を終わります。 

 

◆休憩 

◎議長（葛谷寛德） 

ここで、コロナ対応のため、暫時休憩といたします。再開を１０時５５分といたします。 

 

  （ 休憩 午前１０時４９分  再開 午前１０時５５分 ） 

 

◆再開 

◎議長（葛谷寛德） 

それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。 
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続きまして、１番、小笠原議員。 

  〔１番 小笠原美保子 登壇〕 

○１番（小笠原美保子） 

議長のお許しを得ましたので、質問させていただきます。昨日の質問内容に重複する部

分もありますが、通告どおり質問いたします。最初に今回の新型コロナウイルス感染症に

より仕事などで経済に多大な影響受けられている皆様には心よりお見舞い申し上げます。

私からは、大きく２点について質問をさせていただきます。１つ目は、新型コロナウイル

ス感染症対策について。２つ目は、観光再開への取り組みについてです。新型コロナウイ

ルスが世界中で猛威をふるっており、感染者は世界で８００万人を超えてさらに拡大が

続いています。わが国におきましても緊急事態宣言が４月７日に最初に出され、４月１６

日に全都道府県に拡大されました。現在はすべての都道府県で解除されており、ひとまず

感染拡大は収束する兆しを見せていますが、国内の感染者は約１万７，０００人を超え、

死亡者が約９３０人と発表され、第２波・第３波と感染者が増えていくことが予想されま

す。岐阜県内では、現時点まで１５４人の患者が確認されました。飛騨地方には幸い、感

染者の発生はなく、市民の皆様におかれましても健康に毎日をお過ごしになることがで

きていますので、このまま今までの日常生活に戻れることを願うばかりです。ただ新型コ

ロナウイルスの収束までには、まだまだ時間も必要ですし、数年間にわたる対策を続けて

いかなければならないことを覚悟しなければなりません。過度な恐怖心に打ち勝ち、英知

を集結しての取り組みで、飛騨市民の皆様には安心して暮らしていただきたいと心より

思います。それでは、今回は次の点について質問いたします。 

１点目は、経済対策の成果について。現在、国で行われている給付金や融資の拡充、休

業補償などによる中小企業への資金繰り対策や、家計支援などの経済対策だけでは、第２、

第３と重なるごとに大変深刻な事態になってきます。その点、飛騨市としては、独自の対

策を打ち出し、スピーディーに、前向きな対応をされていますので、市民の皆様にも心強

いことと思われます。ここまでにさまざまな経済対策を打っていただいたその進捗、成果

を教えてください。 

２点目は、第２波、第３波への取り組みについてです。今回の自粛生活の影響は、まだ

これから出てくる分野もあると思われますが、飛騨市としての感染症対策と経済活動の

推進の両立した継続が必要だと思われます。今回の経験をいかし、さらなる今後の取り組

みを具体的にどうお考えでしょうか。 

  ３点目は、ひとり親家庭に対する支援の現状と対策についてです。休業要請や自粛に伴

い、所得が急激に減った方、逆に仕事を休まず勤務することができていたとしても、学校

が休校で子どもたちが家にいるため、目が行き届かない等とお困りの方も多いようです。

とくにおひとりで子育てをされている方の負担はとても大きく、不安な毎日であったと

思われます。そのようなご家庭の把握はされているのでしょうか。また、支援や対策は、

どのようにされたのでしょうか。教えてください。 



15 

 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

  新型コロナ対策につきましてのお尋ねでございます。私からは、２点目の第２波・第３

波の取り組みにつきましてご答弁申し上げたいと思います。この第２波・第３波でありま

すけれども、恐らく今後、とくに秋から冬にかけて起こり得るのではないかというように

考えておりまして、場合によっては再度緊急事態宣言あるいは県からの休業要請が出る

というようなことも想定しておかなければならないというふうに考えております。ただ、

第１波のときと違いますのは、これまでの経験によりまして、市内事業者の皆様に心構え

ができていると。また何をすればいいか理解していただいているということが、第１波と

今後起こりうる第２波・第３波との違いではないかというふうに思います。言い換えれば、

我々はコロナとの共存が必要だということでありますから、感染が拡大しても嵐が過ぎ

去るのをただじっと待つというのではなくて、嵐の中でもどうやって稼ぐかということ

を独自の知恵と工夫で実践していく必要があるということが理解されているということ

だというふうに思っています。したがって、まずは、第２波・第３波がくるという前提の

中で、現在事業者の皆様がそれぞれ相当に工夫され、取り組んでみえる感染対策を確実に

実践してやっていただくことが必要だというふうに思いますし、今後、感染者が発生した

際に事業を継続していくシミュレーションをしていただくということが肝心ではないか

ということを思います。事業継続計画、ＢＣＰというような言い方をしますけれども、も

っと軽く考えていただいて、感染者が発生したときにうちの店はどうなるんだというこ

とをそれぞれ考えていただくとこういうことでございます。仮に市内で感染者が出た場

合について、飲食店であれば、これまでの経験を踏まえれば、食事をテイクアウトデリバ

リーに切り替える。そういった臨機応変な対応がとれるように今から準備しておくとい

うことだろうというふうに思いますし、また市内での感染リスクを軽減した際には、自分

の店は大丈夫ですからということで、感染対策を講じているから安心ですよということ

をしっかりお客様に伝えていただけるような取り組みをしておくことが大事なことでは

ないかと思います。また、そのときのために例えば資金繰り表をつくるという取り組みを

もっとしていただく必要があるなというふうに思っておりまして、事業が万が一停止し

たり、復旧が長引いた場合に手元資金をいくらぐらい用意すればいいのかということに

ついては、資金繰り表をつくってしっかり検討していただく必要があるというふうに思

います。実はこの点について申し上げますと、一時期結構進んでいたんですが、持続化給

付金と県の休業協力金が出たあたりで一息つかれて、実は資金繰り表をつくる流れがち

ょっと今止まっておりまして、こういう安心・緩みがですね、第２波・第３波のときにま

た厳しいことになるというふうに思いますから、逆にこうした今一息つけているときこ

そですね、次への備えとしての経営の自分の数字をしっかり見ていただくということが
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必要ではないかというふうに思います。いずれにいたしましても、こうした地道な取り組

みこそが第２波・第３波への備えであるというふうに考えておりますし、そのためのさら

なる支援を検討してまいりたいと思っているところでございます。 

  〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

  続いて、答弁を求めます。 

〔企画部長 岡部浩司 登壇〕 

□企画部長（岡部浩司） 

  新型コロナウイルス感染症に関する経済対策の成果についてお答えいたします。新型

コロナウイルス感染症に関しては、本市では初期においては、観光業、飲食業、宿泊業な

どで影響が出始め、その後、製造業、建設業、農業・水産業・畜産業など市内全体の幅広

い業種に影響が広がりつつある状況でございます。 

  また、雇用においても、とくに高山市内を含む宿泊業のパート従業員などの雇い止めな

ども発生しており、今後の雇用情勢については、予断を許さない状況となっております。 

  こうした危機的な状況を踏まえて、本市においては、「市独自の徹底した感染防止対策

を図りつつ、経済を回していく」という考え方のもと、市内の雇用を守ること、頑張る市

民への支援を重点施策として、３７事業におよぶ経済対策を進めてまいりました。 

市内の雇用を守るための施策といたしましては、６月１２日までに、市の直接雇用で５

人を採用させていただくとともに、雇用創出応援パッケージ事業におきましては、１２事

業を採択させていただきまして、２０人の雇用を創出しております。 

  また、頑張る市民への支援といたしましては、市民が市内で消費することで、市内事業

者を支援するという循環をつくるため、市政史上最大となるプレミアム商品券を発行し

ているところであり、６月１４日現在、約２億６,２００万円の販売ということで順調に

進んでいるという状況でございます。 

これに先行いたしまして５月中に実施いたしました、さるぼぼコインを活用したプレ

ミアム電子地域通貨におきましては、予想をはるかに上回る好評をいただき、２,３５２

件、約１億８，０００万円がチャージされ、約４，７００万ポイントと合わせて、今後約

２億３，０００万円が地域で消費されることとなっております。 

また、緊急経済対策、住宅リフォーム助成につきましても、６月５日までに８２８件、

約１億８，０００万円の申請がございまして、今後、市内事業者の施工を通じて、約６億

９，０００万円の市内経済の需要が生み出されます。 

さらには、市内事業者の支援として、送料１，０００円分を市で負担する「おうちで飛

騨市満喫キャンペーン」では、参加した市内２６事業者の通信販売による売上が前年同月

比で約４．５倍となり、物産展等に参加できず、売り上げが激減した事業者の底支えにつ

ながっています。 

その他にも、強力な資金繰りの支援を行うため、融資制度や利子補給制度を拡充、強化
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しております。６月１２日現在では、小口融資１７件、コロナ対策特別融資３９件の申込

みを受けるとともに、市のセーフティネット認定による県制度融資は２１件、約４億７，

０００万円の実行を確認しております。また、相談窓口の設置や相談会の実施などにより、

持続化給付金や雇用調整助成金の申請にも個別に対応しているところでございます。 

今後も引き続き、新型コロナウイルス感染症の市内経済への影響を注視しながら、その

状況に応じて迅速かつ果敢に対応してまいります。 

〔企画部長 岡部浩司 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

  続いて、答弁を求めます。 

〔市民福祉部長 藤井弘史 登壇〕 

□市民福祉部長（藤井弘史） 

それでは、私からは３点目のひとり親家庭に対する支援の現状と対策についてお答え

させていただきます。 

新型コロナウイルス感染症対策の初期段階からひとり親世帯の状況把握については、

とくに注視をしながら対策を行ってきました。 

子育て応援課から文書を発出し、各種支援があることを周知させていただくとともに、

日頃から心配なご家庭については、個別に対応してきました。これまでに４件の相談があ

り、その内容につきましては、収入減少に伴う貸付金の相談、国の特別定額給付金の相談、

児童扶養手当の満了後の障がい者年金受給移行の相談、就労支援として自立支援教育訓

練給付金の相談となっております。 

支援策といたしましては、ひとり親家庭支援を含む趣旨から、子ども食堂の開設支援を

行うほか、保育園の臨時休園中において、市内の保育園に配慮を依頼し、必要なお子さん

を受け入れました。 

また、子育て世帯全般としましては、飛騨市プレミアム商品券のプレミアム率を高める

とともに、購入限度数も倍増するなど手厚い支援を行っています。さらに、国の「子育て

世代への臨時特別給付金」を６月１２日に支給いたしました。今後は、「低所得のひとり

親世帯への臨時特別給付金」の支給も予定されています。 

今後も引き続き、生活相談窓口における対応を継続するとともに、８月の児童扶養手当

現況届の際に状況確認と合わせ、個別の状況調査を行うこととしており、さらなる支援に

つなげてまいります。 

〔市民福祉部長 藤井弘史 着席〕 

○１番（小笠原美保子） 

ありがとうございます。経済効果のところで思っていた以上にすごかったので、いつも

よりも稼いでいらっしゃる方もみえるということで、とても安心しましたし、早め早めの

手を打っていただいたというのが大きな効果を出されたのかなと思います。引き続きよ

ろしくお願いします。 
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経済的なところ、よくわかったんですけれども、その感染者が出た場合というのをやは

り最悪なところを想定していらっしゃると思うんですけれど、複数出た場合とかという

ところで、市役所の職員さんとかが今回ものすごく活躍してくださったじゃないですか。

そういった場合にその大変なときの体制というのは考えてみえますか。教えてください。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□総務部長（泉原利匡） 

市の職員の対応についても本部会議の中でいろいろ通知しているところでございます

けれども、自宅での勤務ですとかテレワークとか離れたところでのフリーアドレスでの

勤務というようなことをやっております。現在は、朝晩みんなが触るようなところを職員

自ら消毒して対応しているところでございまして、できるだけといいますか、出さないこ

とを目指して対応しているところでございます。 

○１番（小笠原美保子） 

やはり消毒の徹底しかないという感じですかね。先ほど市長もおっしゃったんですけ

れど、やはりわが党の試算では、このままだと秋以降、１１月から１２月の本当に皆さん

が大変な年末に向けて限界になる事業者さんも増えるのではないかというところも心配

しております。いろんな業種にわたると思うんですけれども、国では今のコロナ対策で結

構、財源が大きく減ってしまったので、確保するためにマイナンバーの紐付けを急ぐとか、

もう次の消費税を値上げするような話も出ているというのもちらちらとニュースでは出

ています。経済的なところへの活性化、消費税がついている。今のプレミアム商品券もそ

うなんですけれども、せっかく上乗せしていただいたのに消費税でだいぶとられてしま

って残念だなという人もいっぱいいらっしゃるんですけれども、そこに向けて活性化の

ために消費税の軽減というものを飛騨市としても今、国へできる限り働きかけというも

のをしていただきたいなと思うんですけれども、その点については市長はどう考えてい

らっしゃいますか。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

一つの考え方としてあると思うんですが、消費税の軽減というのは結構時間がやはり

かかるものであるというふうに思っておりまして、国の議論ですから基本的には国の中

でどう議論されるかということなんですが、要望するかというといえば、そういう気持ち

は持っておりませんので、それよりむしろ迅速に、つまりもっと地方のですね、自由度の

高いいろんな施策を応援してもらいたいというのが私どもの考えでありますし、その点

におきましては、地方への交付税、２兆円の増額というようなことで、今既に１兆円で、

今回も予算を上程していますが、１億数千万円、市にも配分があるわけですけれども、こ

れはコロナ対策でやったものにしかあてられないというので、これまでやったものの財
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源とまきかえるということになるのですが、この後２兆円がどういうふうにくるのかと

いうことを注目していますし、できればそういったものを増やしていってもらう中で、地

域の実情にあわせた対策を打てるようにしてほしいというのが希望でありまして、消費

税の軽減については、今のところ市として要望するということはあまり考えていないと

いう状況でございます。 

○１番（小笠原美保子） 

市長会を通じてあげているというのを幸福実現党でちょっと聞いていますので、でき

ればちょっとそこらへんもお伺いしていただけるとありがたいなと思います。 

あと、失業したりお休みになったりした方のためにすぐ緊急雇用で会計年度任用職員

さんを雇うということをしてくださってありがたいなと思うんですけれども、こちらの

ほうは、例えば、今後また緊急宣言が出たとかといって状況が長引いたときには雇用の延

長というのはしてくださるのはお考えでいらっしゃいますか。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

そこは臨機応変にまたのばしたいというふうに思いますし、まだいろいろ枠も使えま

すので、とりあえず、今仕事がないという方はできるだけ吸収できるように。今度は仕事

の職種の幅ですね、これを広げていくということをもっと追求しようじゃないかという

議論もしておりますので、より使いやすい仕組みにして、その中で期限なんかも柔軟に対

応していきたいと思っております。 

○１番（小笠原美保子） 

ありがとうございます。年齢的になかなかやはり次へいけない方も多いと思うので、そ

こはしてくださるとありがたいなと思います。例えば、今後、食糧危機や大規模災害など

ということも起こり得ると思うんですよね。今、地震もちょこちょこ続いていますし、雨

も心配な時期もきます。そこに備えるために、前に農業のほうでお話を伺いに行ったら食

料自給率を上げるようにしたい、そこにも取り組んでいきたいというのをちらっと伺っ

たんですけれども、本気で考えなければならないと思います。 

実際、今回のコロナ対策で備蓄にシフトして、輸出制限もされたりとか輸出が滞るとい

う事態にもなっています。先ほど高原議員もおっしゃったんですけれども、その部品も滞

っているのと同じで、食料にも同じように起こりうると思うんですけれども、例えば、今

の新型コロナウイルスの影響で失業であったりとか休業されたりとか思ったようにお仕

事が見つからないという方にその担い手不足がいわれている農業への、例えば就労を積

極的に呼びかけるというのも考えていらっしゃるかと思うんですけれども、ホームペー

ジで拝見したところ、飛騨市農業支援協議会が大阪のマイナビ就農フェスタに出展する

という良い取り組みを見させていただきました。これも良い機会になると思うんですけ

れども、ほかにも計画があったら教えてください。 



20 

 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

さまざまな分野での就労促進ということについては、市のもともとの政策として積極

的に取り組んできたところで、最近は、例えば、林業ですね、広葉樹の施行に携わるよう

な人材を育成して、その人たちに市に就職してもらおうというようなことでやっており

ますし、今の農業、それから畜産のほうもですね、飛騨キャトルステーションの働き手の

募集とかいろんなことをやっているわけであります。また、もちろん農業の人材もありま

す。長期的な目で見る、その就労促進策と短期の今回必要な仕事を失われた人たちの就労

促進策というのは、そこがマッチングするのが１番望ましいんですけれども、どうしても

やはり現場の皆さんの声を聞いていると、いつもとの仕事に戻れるかわからない、その中

間のつなぎにしたいという声があるのも強い事実で、完全に仕事を失ってしまった方が

転換していくというところに今回リーマンショックに比べると、そこまでなっていない

なという印象も持ちます。したがって、もちろん建設業とか製造業へのシフトということ

も視野に入れて、引き続きのＰＲを行っていきますけれど、短期のつなぎに雇用の創出と

いうのもやはり今回あわせてやっていかなくちゃいけないという特徴もありますので、

そこを両担いで進めていくというようなことかなというふうに思います。 

○１番（小笠原美保子） 

ありがとうございます。よくわかりました。さっきひとり親家庭の質問をさせてもらっ

たんですけれども、ちょっと今からお子さんに関してのことを質問させていただきたい

んですけれども、ひとり親に限らずに、やはりお子さんがちっちゃいうちに、例えば、親

さんが新所帯でほかに面倒を見てくださる方がいらっしゃらないお家がとても多いんで

すけれども、感染者になっちゃった場合、残されたお子さんはどういうふうに支援してく

ださいますか。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

□市民福祉部長（藤井弘史） 

お預かりされる方が感染者になった場合というお話ということでございますね。 

○１番（小笠原美保子） 

説明が難しいですね。新所帯で、おじいちゃん・おばあちゃんがおうちにいらっしゃら

ない方で、親さんが感染者になっちゃった場合、ひとり親だったり、ご両親２人でもです

けれども、ことがことなので、じゃあちょっとおばあちゃんにみてもらうというわけにい

かないんじゃないかと思うんですよね。お子さんを簡単に。そのおうちで残されたお子さ

んへの支援とか一晩なり二晩でも面倒みてくださるというのを何かアドバイスとか政策

とかはありますか。 
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◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

結構、都市部の報道なんかでもあって、今みたいなご夫婦にお子さん１人、２人でご夫

婦が両方とも感染されたような事例、芸能人なんかですと、マスコミの関係者の事例なん

かも出ておりましたけれど、正直言ってこれという具体的にこういうふうにするんだと

いうところまで持ち合わせていないのが現状です。もちろん飛騨市、都市の中と違って、

３世代同居が比較的多いということは事情があることはあるんですが、ただやはりその

ときの状況見てみないと、何ともわからないということがありますので、その際にですね、

一時的に預かるところを緊急的に探すとか募集するとかということをやはりやらなくて

はならないんだろうというふうに思いますが、あらかじめそれに備える体制をとれてい

るかというと必ずしもそうではないところでありますので、そこについては、また第２

波・第３波の備えとして考えていきたいというふうに思います。 

◎議長（葛谷寛德） 

小笠原議員に申し上げます。発言が通告の範囲をあまり超えないようにお願いいたし

ます。 

○１番（小笠原美保子） 

ありがとうございます。いずれにせよ、飛騨管内では感染者がいないので、積極的に範

囲内で経済活動を回して飛騨市モデルをぜひ出していただきたいと思っています。 

それでは２つ目の質問に移らせていただきます。 

６月１日より飛騨市あんしんの宿特別宿泊プランという１人、３，０００円の割引で宿

泊できるプランが打ち出され、経済活動に活気が出る良い取り組みで期待しています。飛

騨市あんしんの宿の一覧表を見せていただきますと、たくさんの宿泊施設がありますの

で、飛騨市全域にお客様が来られるようにと願っております。 

  また、新型コロナウイルスの影響により、落ち込んだ旅行喚起のため、日本国内におけ

る宿泊旅行の費用等を支援するキャンペーンも国から実施される予定もあり、同じよう

に岐阜県でも県民限定の割引プランのクーポンの発行も決まりました。けさの新聞では、

発行から約２時間でなくなる人気ぶりで検討されていると伺っています。飛騨市として

このようなプランが出され、先駆けて取り組めることは大きなチャンスでもありますの

で、これから続くであろうと思われる観光の危機に、本気でイノベーションに取り組まれ、

岐阜県内、近隣の地区から来ていただくためにホームページやＳＮＳなどを通じて、発信

や打ち出しができると思いますが、今後、どのように計画をされていますでしょうか。６

月１９日からの新たな取り組みも打ち出されたようなので、こちらもあわせて教えてく

ださい。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 
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  〔商工観光部長 清水貢 登壇〕 

□商工観光部長（清水貢） 

  観光再開への取り組みについてお答えいたします。 

新型コロナウイルスの感染拡大により、国内外の観光事業者への打撃は計り知れない

ほど大きなものとなっています。市では、市民限定の宿泊プランをいち早く、３月１６日

から開始し、６月１日からは、緊急事態宣言の解除に伴い、岐阜県民の宿泊を対象とする

飛騨市あんしんの宿応援事業を創設する等、市内事業者への経済循環を積極的に促して

まいりました。 

この後、関連予算案を追加上程させていただきますけれども、国の基本的対処方針に基

づき、６月１９日から県境をまたぐ観光移動についても徐々に緩和されることを受け、飛

騨２市１村合同で「飛騨・お目覚め宣言」と題した観光再開のメッセージを発するととも

に、飛騨あんしんの旅キャンペーンをスタートする予定としております。 

  共同キャンペーンの内容といたしましては、７月末までの期間、２市１村の公共観光施

設を無料開放することに加え、ご賛同いただきました民間施設においても、割引やノベル

ティのプレゼント等の特典を準備しています。さらには、飛騨の魅力をより多くの方に発

信し、今後の誘客につなげるため、ＳＮＳ投稿キャンペーンもスタートし、お客様による

魅力的な飛騨の景色等の発信を促したいと思っています。 

また、各市村において実施する独自キャンペーンとしては、飛騨市では、現在、実施し

ております岐阜県民限定宿泊プランを全国に拡充するとともに、宿泊プランご利用の方

へ先着１万名様に市内限定の１，０００円分の商品券を進呈いたします。 

また、このプランは、観光需要のみならずスポーツなどの合宿需要喚起の面からも有効

と考えており、現在、夏休みが短縮される中でも大会開催のお話をいただいていますＪＳ

Ｐ（ジャパンスポーツプロモーション）や愛知フットボールクラブに対する合宿誘致にも

積極的に活用してまいります。 

なお、夏以降に予定されている国や県のＧｏＴｏキャンペーンを併用していただくこ

とによりまして、より有利に飛騨市へお越しいただけることから、これらの優位性につい

ても、ＳＮＳなどを活用した情報発信を行っていきたいと考えています。 

また、今後の誘客方針といたしまして、コロナ期における安心安全な観光のあり方であ

るマイクロツーリズムを推奨しつつ、飛騨みんなの博覧会など小さなイベントを涵養し

てきた強みを活かして、飛騨市への誘客促進に取り組んでまいります。 

〔商工観光部長 清水貢 着席〕 

○１番（小笠原美保子） 

ありがとうございます。今のクーポンの併用とかマイクロツーリズムとか私、聞こうか

なと思っていたので、丁寧に教えていただいてありがとうございます。ぜひとも力を入れ

ていただいて、やっぱり滞在日数が増えることで、そこに何というのか、消費額の維持と

かができてくると思うし、飛騨市の良さもちゃんとわかっていただけると思いますので、
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取り組んでいただいて、ぜひ盛り上げていただきたいと思います。大学設置も決まりまし

たので、学生さんたちがやはり飛騨市に来て、ここに住みたいなと思っていただけるよう

に活気もつけていただきたいと思います。そこに向けても魅力あるまちづくりを意識を

高めていただいてがんばっていただきたいと思っています。 

最後になりますが、飛騨市の職員の方々には、今回の新型コロナウイルスの対応で休日

も返上してとてもがんばっていただいたと伺っております。またそのおかげで、給付金や

協力金などもとても早くお手元に届いたと市民の皆様から喜びの声もお聞きしました。

職員の皆様におかれましては感謝を申し上げるとともに市民の生命、安全、財産を守るた

め経済的にも社会的にも安心して暮らせるまちづくりに向けて施策を進めていただきた

いと思います。私の質問は、ここまでとさせていただきます。 

  〔１番 小笠原美保子 着席〕 

 

◆休憩 

◎議長（葛谷寛德） 

ここで、休憩といたします。再開を午後１時といたします。 

 

  （ 休憩 午前１１時３１分  再開 午後１時００分 ） 

 

◆再開 

◎議長（葛谷寛德） 

休憩を解き、会議を再開いたします。 

９番、前川議員。 

  〔９番 前川文博 登壇〕 

○９番（前川文博） 

それでは、議長から発言のお許しをいただきましたので、一般質問を始めさせていただ

きます。 

今回、大きく３点質問させていただきます。１点目です。火災による市道の通行止め解

除見込みということでお伺いいたします。内容は、２点です。１つ目が栄町と大津通りの

通行止め解除の予定。２点目は、火災による損傷家屋の撤去時期の見込みについてです。

先月、５月２４日に神岡町船津地内で建物火災が発生し、１３棟に延焼する大火災となり

ました。昭和４年５月２０日には船津大火があり、現在の船津中央地域と川西地域のすべ

が消失しました。５月の同じ時期ということで、当時の状況を思い出した方もいらっしゃ

いました。今回の火災は、消防署及び消防団の機動力もあり、また過去の経験から流雪溝

も兼ねた水路も十分整備されており、水、水利も十分に確保されておりました。２４台の

消防車両が出動し放水を行っていた状況です。町屋の複雑な構造で消火活動に時間を要

しましたが、人的な被害はなく安心したところでございます。 
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そこで１点目です。栄町と大津通りの通行止め解除の予定についてです。現場検証も翌

日で終わり、一般質問の今日は、火災発生から２４日目となりました。けさも現場付近の

市道は建物の崩壊の恐れから通行止めとなっております。中には、中の燃えたものを片付

けてみえる家庭もございました。栄町の市道はすべて一方通行であった時期もあり、非常

に細く曲がりくねった道です。火災直後から一部区間にある一方通行の規制は解除され、

通行できるように対応されていますが、対向車があると離れたところまで待避所までバ

ックをしていかなければならない状況です。 

昨年の道路工事が行われたときは、一方通行規制区間にガードマンが配置され、交通整

理を行っていましたが、今回はそれがないため女性や高齢者から運転に対して不安の声

が上がっております。通行規制の解除時期について見解をお伺いいたします。また、建物

の状況を見て通行規制の幅員を狭くする対応等や道路工事のときのように防災公園など

に臨時駐車場を設置するなど対応することは考えられませんか。 

２点目です。火災による損傷家屋の撤去時期の見込みについてです。多くの建物が消失

し、付近ではすすけた匂いが漂っています。建物は所有者があり、個人の財産ですから撤

去についても個人で費用を出して行う原則は理解しております。今回は、所有者不明の１

棟、空き家、倉庫、土蔵が６棟あります。町屋の狭いところに密集しているため、ある一

部の建物を撤去すると、となりの建物が崩壊する恐れもあります。また、撤去にかかる費

用についても、高額になることも予想されます。市街地の生活環境の回復と罹患の観点か

ら市が仲介して早期に撤去することが求められます。撤去の対応についてどのような考

えなのか伺います。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

  〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

神岡町の火災につきまして２点お尋ねでございます。今後の方針もありますので、あわ

せて私のほうからお答え申し上げたいと思います。中心市街地でこれだけ大きな火災が

発生したというのは、飛騨市合併後初めてでありまして、災害といっていい規模ではない

かという認識を持っております。現在火災後の処理でございますけれども、各世帯におき

まして、ようやく解体費の見積もり、あるいは火災保険の調査が終わりつつある段階とい

うふうに承知しておりまして、これを踏まえて各被災者の希望を聞いているという段階

でございます。現時点では、被災者１３軒中１軒は相続人が見つかっていない状態で、こ

の状態が続く可能性が出てきております。また、２軒は経済力の問題で取り壊しができな

い可能性があると伺っておりまして、その他の世帯についても何らかのかたちで取り壊

しをしたいけれども、その費用が火災保険で賄えるのかどうかが定かではなく、困惑して

いらっしゃる方もおみえであるという状況でございます。 

解体、残材処分には、おおむね一軒当たり３００万円程度かかるという可能性があると
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伺っておりまして、これが大きな問題になっているということでございます。こうしたこ

とがございますので、建物解体は順調に進んでも８月くらいになるのではないかという

ふうに考えておりまして、通行止めの解除につきましては、警察とも相談をさせていただ

いておりますけれども、被災建物崩壊の可能性を考えると建物解体後にならざるを得な

いものと見込んでいるところでございます。 

ご提案の臨時駐車場につきましては、必要とされる方の調査を行った上で、防災公園等

での確保を検討してまいりたいと考えております。 

こうした火災後の処理でありますけれども、被災者がそれぞれ行うということが原則

であるわけですが、今回の火災は極めて大規模である上に高齢者が多い、あるいは空き家

や相続人不明の建物があるなど特殊性がございまして、こうしたことを考えると、これを

早期に行うためには、市が積極的に関与する必要があるのではないかと考えております。

災害救助法に準ずるような被災者支援、解体整備、跡地利用というようなことがその中で

考えられるわけでございます。そのために今回の火災に限った特例の条例を制定いたし

まして、対策を進めるということも現在視野に入れて検討を進めているところでござい

まして、各世帯のヒアリングと並行して内容を考えていきたいということで、今議論を進

めております。その中では、例えば解体費、生活再建費用等に充当していただくことがで

きるような無利子貸付制度の創設でありますとか、必要に応じて土地を市で買い上げて

公有地化するということも考えられるのではないかということで、それがいいのかどう

か。あるいは、可能なのかどうか、ということにつきまして、現在検討している段階でご

ざいます。ただ、今後台風シーズンが到来することということを考えますと、とにかく早

期に対応をしなければいけないということがございますので、案が固まりましたら、すぐ

に議論に入ってきたいということで、今議会後、９月議会前に臨時議会を招集させていた

だくことも場合によってはあり得るかもしれない。その中で関連予算と条例を一括して

ご審議していただくということもあり得るものというふうに考えておりますので、その

際は改めてご相談させていただきたいというふうに思います。以上でございます。 

○９番（前川文博） 

答弁いただきました。現状は、解体費の見積もり、まだ調査中ということで、一軒当た

り３００万円ということになると１３棟で３，９００万円、４，０００万円近いすべての

解体費と見込まれるのかなというふうに思っております。けさも見てまいりましたら、ト

ラックを入れて家の中の家財を運び出している家庭もございました。中身については、個

人のほうでできる範囲で出していくのは、早目にできるとは思うんですけれども、先般、

全協で説明があったときに燃えたものについては、クリーンセンターでの受け入れがで

きるようにすると。燃えてないものについては、話があったのかちょっと覚えていないん

ですが、多分そうなると普通の解体になるのかなと思いますが、この解体のほうでですね、

持っていくのには、どこまでクリーンセンターで受け入れができるのか、そのへんについ

ては検討されていますか。例えば、柱があってクリーンセンターですと、５０センチとか
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７０センチに切って持ってきてくださいとなっている。柱の上は燃えているけれど、下は

燃えていないとき、切って持っていった場合に、下は燃えていないという場合には、そう

いったものまで全部受け入れをしているのか。そういった部分はどうなのかなというち

ょっと話もありまして、検討されているようであれば教えてください 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。都竹市長。 

△市長（都竹淳也） 

その何を受け入れるのか検討といいますか、受け入れられるものを受け入れていくと

いうことになりますので、当然解体業者の方がそこは仕分けをして、それぞれ処理をして

いかれるということですから、クリーンセンターで受け入れられるものについて受け入

れていくということになりますし、その他処分しなければしなきゃいけないものは、また

行き先がそれぞれ決まってくるということだろうというふうに思います。 

○９番（前川文博） 

結局、解体業者に見積もりを任せているので、この中の範囲だということで細かい部分

はあまり心配せずに任せていくというふうだと思います。それでその通行止めなんです

けれども、８月くらいが解体の見込み、開通の見込みみたいなお話がございました。その

中でですね、特例の条例をつくるという今、話もあり臨時会、条例・予算を一括してとい

うお話もありましたが、８月に通行止め解除ということになりますと、７月中ぐらいにこ

れ議会を通していかないとできないかなという気がするんですが、先ほど９月前という

お話でしたが、７月中とかそれぐらいにあって、８月中にはもうそれも含めて取り壊せる

というような思いで、まちの中でいてもよろしいですかね。 

◎議長（葛谷寛德） 

答弁を求めます。 

△市長（都竹淳也） 

時期はちょっとまだ明確に申し上げられません。先ほど解体が順調に進んでも８月ぐ

らいではないかということで申し上げたものですから、８月には取り壊せるということ

ではないです。いろんな権利あるいはそのそれぞれのご判断が遅れれば、さらに遅れてい

くということになりますので。 

ただ、台風シーズンを考えますと、どうしてもやっぱり秋前にはですね、何とかしたい

という思いを持っている。ただ、これは我々の思いではなくて、全部基本的にはそれぞれ

火災後の処理というのは財産になっているものですから、それぞれ世帯でやっていただ

くということにどうしてもなりますので、そことの折り合いをつけながらいくというと

ころをどうやって早くできるかということなものですから、まだ今の段階でいつの段階

で何ができるかということを明確に申し上げられる段階ではない。ただ、台風シーズン前

にできるだけ早期になんとかしたいということであるというふうにご理解いただければ

と思います。 
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○９番（前川文博） 

わかりました。台風前には処理をして、あのすすけた匂いがないまちを取り戻して安全

な通学路でもありますし、安全の道をまたまちをつくっていただければと思いますので、

市も積極的に関与していただいて早い解決をお願いしたいと思います。 

それでは、２点目に入らせていただきます。２点目、今後の飛騨市図書館についてお伺

いいたします。１点目は、令和５年度の体制について。２点目、飛騨市図書館の運営方針

について。３点目図書館の集客力アップについてです。飛騨市をはじめ、全国的に図書館

司書の人員が不足をしております。令和２年３月で飛騨市の嘱託司書が３名退職され、図

書館の開館時間が短縮となり、サービスの縮小となりました。これまでの数年間も人員不

足から始まり、産休や育休退職による司書の不足、新規採用しても入れ替わりで退職者が

出るなど安定した状況ではありません。産休や育休を取得したいのに交代要員が確保で

きないとなると、この先、職員が安心して産休や育休を取ることができないのではないで

しょうか。こういったことが２人目、３人目への出産に対する不安となり、少子化へもつ

ながっていく原因と考えられます。また、飛騨市で３人の司書が退職することが新聞でも

取り上げられました。これは、嘱託職員、民間でいえば非正規雇用であり、令和２年度か

らスタートした会計年度任用職員のことであります。令和３年度から順次、正職員として

司書を採用し、安定雇用を図ると、きのうの住田議員に答弁がありました。全国的に会計

年度任用職員の司書に対する雇用改善が求められています。 

そこで、３点お伺いいたします。１点目です。令和５年度の図書館の人員体制について

です。正職員司書として毎年採用することで増員を図っていく計画となっております。館

長が１名、正職司書が３名、会計年度任用職員の司書が４名、事務員８名の合計１６名と

なりますが、正規職員は４名の２５パーセントであり、非正規雇用は約７５パーセントと

なります。司書に限れば、８人中４名が正職員となり、５０パーセントとなりますが、こ

の割合は、休職等が発生しても安定して２つの図書館が運営できていく数と捉えていて

よろしいのでしょうか。 

２点目です。飛騨市図書館の運営方針策定委員です。令和３年３月に今後５年間の運営

方針を策定するとあります。司書が原案をつくり市民を含めた検討委員会で検討すると

あります。こういった検討委員会等は、委員を見ると同じメンバーになりがちです。今回

は、どのようなメンバーを想定しているのでしょうか。また、ほかの検討委員会と同じ団

体で構成するのであれば、団体からの参加者を代えてもらうなど検討する必要もあると

考えますが、どのような考えでしょうか。 

３点目です。図書館の集客力アップです。昨年全国的にも有名であります滝川市の図書

館へ行ってまいりました。行ったとき、その際、「「君の名は。」で脚光浴びた飛騨市図書

館ですね。いろいろな取り組みをされていて興味のある図書館です」と言われました。昨

日の市長の答弁にもこのことが触れられていました。司書の中では、話題になる飛騨市図

書館なのだと感じております。その滝川市図書館は、市役所庁舎の２階に移転し、市役所
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機能の一部として開館しております。１つの図書館で１３名が勤務され、正職員の司書は

３名、会計年度任用職員の司書は６名で合計９名の司書が勤務されています。蔵書数は、

令和２年３月末で１８万４，１４６冊となっております。１３名の職員が１人１ブースを

担当し、定期的に展示会替えを行っています。多くの来館者に興味を引いてもらうために

平成３０年は、２０６件の展示、１１８件の連携事業を行い、月に８～１０の事業を行っ

ていました。 

読書普及事業として、年に２，３回、絵本作家を招いています。連携事業としては、１

階に来た市役所利用者を２階の図書館に誘導したり、２階の図書館利用者をほかの階の

市役所フロアに誘導するなどの工夫がされています。 

普及事業も図書館スペース以外の市役所フロアを利用して行政との連携が多くありま

す。行政情報コーナーとしては、火災予防や血圧測定週間、体験学習週間、認知症に関す

るクイズ、カフェ、介護者サロンなどを開催したり、市役所以外の連携としては、税理士

会や保健所などが出展しております。ブックセラピーも行い、本の処方箋として、泣き、

笑い、癒し、キュンキュン、新たなチャレンジの５つを準備し、開催されました。病院と

の連携では、障がいのある方の能力回復治療手段として、手工芸で作成したしおりなどを

無料で配布し、患者さんの励みになると良い反応があったそうです。季節に合わせたイベ

ントも随時開催をされております。民間との連携では、古本もってけ祭、夏休みには、読

書感想文にお勧めの本を民間企業のＴＳＵＴＡＹＡと共同開催し、職員がみずからまち

を歩き、商店を紹介するまちなかコンシェルジュというものを作成、肝試しなどを行って

集客をしております。また、雑誌の数を増やすため、雑誌支え隊として企業や個人から１

年間の寄付をいただき、雑誌の裏表紙に企業紹介を載せています。市の職員も自分が読み

たい雑誌を金額ベースまたは現物で寄付をし、寄付者本人も図書館で借りて利用をして

おります。この雑誌の寄付は、年間６０万円ほどの規模となり全国トップクラスとなって

いるようです。また、地元のＦＭと協力し本のリレーなどの放送行っております。 

飛騨市図書館の入り口は、市役所の入り口と別ですが、２階で市役所としっかりつなが

っております。神岡図書館は、振興事務所の１階で１番目につく場所です。昨日の答弁で

は、正職員の司書は事務職員であり、ほかの課への配属も含め、いろいろな経験をしても

らう意向もありました。今後、正規の司書を増やしていく、そういった流れで、これまで

でもいろいろな取り組みがされてきた飛騨市図書館ですが、今後の運営方針を策定して

いく上で、来館者の増加につなげる部分についてどのように考えているのかお伺いいた

します。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

  〔教育委員会事務局長 谷尻孝之 登壇〕 

□教育委員会事務局長（谷尻孝之） 

それでは、前川議員さんの質問、１、２、３番についてお答えさせていただきます。い
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ままで図書館の運営が滞る原因となっていたものは、休職者ではなく退職者が出てきた

ことによるものでございます。一時的な休職ならば、臨時に職員を雇用することや他の職

員がカバーすることで対応できますが、退職者が出ると、また新たに職員募集から採用ま

でに一定の時間がかかり、採用された職員が業務に慣れるまでさらにある程度の時間が

かかるため、通常のサービスができず、時間短縮等を余儀なくされていました。 

その意味で今回の正職員採用の強化は、退職者の防止につながるものであり、まずは司

書を３名正職員化し、そこから徐々に体制を整えていきたいと考えております。 

次に２番目の飛騨市図書館の運営方針の策定委員のことでございます。策定委員のメ

ンバーとしましては、一般の図書館利用者、図書館にボランティアとしてご協力いただい

ている団体、一般有識者に加え、高校生にも議論に加わっていただきたいと考えておりま

す。そのため、諸般の会議のように各種団体の長に委員をお願いするわけではないので、

他の会議と同じメンバーになりがちというご懸念には及ばないと考えております。 

３点目の図書館の集客力アップについてでございます。今年度は、図書館職員が複数入

れ替わったこと、コロナウイルス感染防止のための閉館期間があったことから、計画して

いたイベントも休止せざるをえませんでした。まずは、職員の育成と休止していましたレ

ファレンス、総合対策サービス、団体向け出張サービス等を再開することに重点をおきた

いと考えております。 

今後は、体制が整い次第、これまで利用者の皆さんにご好評いただき、マスコミや他の

図書館にも注目してもいただいた、図書に関連したワークショップの開催や朗読ライブ

を行う大人の時間などのイベントを再開することが集客力アップにつながると思ってお

ります。あわせて、障がい者の方への対応、電子図書の導入検討、飛ぶ図書館の利用促進、

市役所や学校・企業との連携を行い、長期にわたり市民の皆様に必要とされるサービスも

重点的に実施していきたいと考えております。 

〔教育委員会事務局長 谷尻孝之 着席〕 

○９番（前川文博） 

答弁いただきました。退職者によって人手不足だったということでしたので、その点は

いいんですが、３名の正職司書を入れて立て直していくということですので、令和５年に

向けての今からの話ですからそれに向かってやっていただければいいのかなと思ってお

ります。その中であったんですけれど、今のその人数ですね。この人数、割合でいけるの

かという点を質問したと思うんですが、その点は、この飛騨市図書館・神岡図書館あわせ

て、これだけの人数がいれば、要は蔵書の本の数にもよってきたりとか面積もいろいろあ

ると思うんですが、この人数で、２つの図書館が十分回せて、欠員が出ても何とかいくと

いう人数が１６名でよろしいですか。 

□教育委員会事務局長（谷尻孝之） 

今ほどおっしゃられましたように、蔵書等、イベントの数等、いろいろあると思います

が、計画の人数でできると思っております。 
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○９番（前川文博） 

はい、わかりました。それから２点目のほうは、ほかのいろいろな検討委員会とは構成

メンバーが違うということですので、昨日もありましたが、高校生が利用して、私も以前

にも言いましたが、高校生の利用も多いと。学習スペースの問題、神岡図書館の会議室を

使うなど改良をしていただきました。きのうは、その食事スペースの問題も出てきました

し。やはり休日の日ですと、教育委員会の前の廊下のスペースで高校生・中学生がいると

いう状態もありますので、そのへん利用者を中心とした構成メンバーでいろんな意見を

聞いてやっていただければ、令和５年はいいすばらしい図書館になるのかなと思います。 

それから３点目ですけれども、イベントも今はできていないという状況と人が少ない

ので、なかなか少なかったということなんですけれども、ワークショップなり大人の時間

とかですね、障がい者の関係、それから電子辞書等ありました。学校や企業との連携等も

ありますので、とくに利用者の多い学生主体の部分、またそこから家庭にも広がっていく

ということも考えられますので、そのへんを力を入れていただいて集客力アップをお願

いしたいと思います。 

それで３点目に入らせていただきます。公用車の安全確保についてということです。１

点目は、公用車の交通事故の報告がよくありますが、事故率はどれくらいなのかというこ

と。２点目は、公用車の安全装置についての考えをお伺いいたします。ここ数年、公用車

により事故報告がよくございました。公用車は台数も多く、空いている車を予約し利用し

ているものと思います。誰でも使えるとなりますと、車の点検整備等、１台１台の管理責

任もあるものと思います。この車は何課の誰が責任者という決まりがあると思いますが、

車の安全性能のチェックやオイル交換、不具合等が責任を持って対処されていれば、動く

面についてはいいのかなと思っております。 

１点目です。公用車の事故報告がよくあるが事故率はどれくらいかということで、ちょ

っと細かいところをお伺いいたします。飛騨市の公用車は、スクールバスや除雪車等、利

用が限定されているものを除くと約８０台程度あるじゃないかと把握しております。こ

れらの車を運転できる職員は、何名いるのでしょうか。所属内のみで運用と決まっている

車もあると思いますが、基本的には職員は誰でも空いている車を使うことができると思

っております。出張や各課の共通で使用できる公用車の台数と年間で何回の使用があり、

走行距離はどれくらいになっているのでしょうか。また、過去５年間の事故件数、保険に

よる損害賠償、一般財源からの持ち出しの修理額、運行回数から見た事故率はどれくらい

でしょうか。 

２点目です。公用車の安全装置についての考えです。最近はナビやドライブレコーダー

が装着された車が増えております。飛騨市の公用車も数年前からドライブレコーダーを

長距離走行や出張利用が多い車に設置しております。先般の３月議会では、２件の物損事

故が報告されました。その中には、駐車場からお客さんを乗せてバックしたときの事故も

ありました。職員ではなく、たしか市外のお客さんを乗せてバックする事故だったと思い
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ますが、その場合、後方確認には気を使うものです。その車は、バックモニターがなかっ

たと記憶をしております。最近は、高齢者がアクセルとブレーキの踏み間違いで発生する

事故も多くなり、その防止として安全装置の装備に国も補助金を設けております。飛騨市

も補助制度を設けております。 

市の職員も一人の人間であり、完璧ではありません。最近は、コロナ対策で疲弊してい

る状況ではないでしょうか。運転時の負担軽減を考え、ナビゲーション装着車には、バッ

クモニター等の安全確認装備を考えていくべきではないかと考えておりますがいかがで

しょうか。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

〔総務部長 泉原利匡 登壇〕 

□総務部長（泉原利匡） 

  公用車の安全確保についてお答えします。１点目の公用車の交通事故がよくあるが、事

故率はどれくらいかでございます。現在、市の公用車を運転する機会がある職員数は、正

職員が４８０名と会計年度任用職員のうち運転が必要であると届け出があった者、３３

２名の合計８１２名となります。 

  本庁、振興事務所、出先を含めて、除雪車や消防車両などの特殊車両を除き、通常の移

動のために使用している車両は８０台あり、そのうち出張や業務に職員の誰もが使用で

きるものとして予約制で運用している台数は現在１６台です。この１６台の年間運行回

数は延べ５，３２３回、平均では、１台当たり３３３回の使用となります。走行距離は、

延べ３３万６２５キロメートル、平均では１台当たり２万６６４キロメートル、１回当た

りでは６２キロメートルの使用となります。 

  過去５年間の予約制で運用している車両の事故件数は、平成２７年度、１件、平成２８

年度、５件、平成２９年度、ゼロ件、平成３０年度、４件、令和元年度、３件の合計１３

件です。この事故に対する損害賠償は、平成２７年度、ゼロ件、平成２８年度、１件、１

００万８，１８４円、平成２９年度ゼロ件、平成３０年度、２件、６７万４，４９１円、

令和元年度、１件、１５万２，６４７円です。一般財源による負担額は、平成３０年度、

１件、１万２，０６９円のみです。 

  運行回数から見た事故率は、令和元年度の運行回数、５，３２３回に対して、事故３件

で割合にして、０．０５６パーセントとなります。損害保険会社の公表しております資料

によりますと、契約車両１台当たりの年間事故率は約１２パーセント程度とのことであ

り、これを５年間の事故件数１３件であてはめますと、約１６パーセント程度となります

ので、平均的な車両の事故率は上回っていますが、一般的な自家用車の年間走行距離は、

約１万キロメートルと言われており、公用車の年間走行距離が倍であることを考慮する

と、概ね平均的な水準であると考えております。 

次に公用車の安全装置についての考え方をお答えします。安全運転への注意喚起と事



32 

 

故発生時の対応のため、平成３０年度に予約制運用の公用車を含め、公用車１１台に安全

運転支援機能装置付きドライブレコーダーを装着しました。また、令和元年度から新規で

購入する公用車については、軽トラックなどの用途の限定される車両を除き、ドライブレ

コーダーを標準装備として発注しております。 

バックモニターの装着については、現状ではナビゲーションの装着された車両が一部

であるため、全車に装着することは費用対効果の面から難しいと考えますが、ナビゲーシ

ョン装着の車両については、バックモニター装着が比較的安価にできますので、順次装着

を進めてまいりたいと考えています。 

近年、交通事故防止に効果的な機能や機器が普及してきておりますので、市といたしま

しても可能な限り対応してまいりたいと考えています。 

〔総務部長 泉原利匡 着席〕 

○９番（前川文博） 

細かい数字の回答をいただきました。年間の使用回数は５，３２３回ですか。１台当た

りが３３３回ということですので、１日に２～３人と入れ替えれば、回数がカウントされ

るということですね、にはなります。距離にしても平均の普通車より倍以上走っていると

いうことですので、そこでいけば、先ほど１６パーセントという話でしたが、８パーセン

トかなというふうに理解をすれば事故率も低いのかなと思います。都会に比べて地方で

すので、ここから岐阜県庁へ行くとか、当然走行距離が長いですから、富山に行ったり、

高山に行っても、富山へ行けば１５０キロメートルとか高山にしろ５０キロメートルと

かになりますけれども、こういった長距離を走るということになりますので、職員の安全

運転の意識がまず１番だと思いますけれども、今回は、バックモニターをつけていくとい

うことでしたし、今後ですね、目で確認しながらという機械も今反応して、事故防止して

いくということが標準装備になってまいりますので、新規のほうにはドラレコをつけて

いくというような話もありましたので、ぜひ安全運転に気をつけてもらうように。また、

職員の方にも指導して、事故をゼロという年を３年以上続けていただけるとありがたい

と思うんですが、そういった意気込みはいかがでしょうか。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□総務部長（泉原利匡） 

職員についての事故防止につきましては、安全運転管理者のほうから毎月のように啓

発しているところでございまして、各部でも朝礼等の折には、交通事故の危険日もござい

ますので、そういうことも啓発をしております。事故がないように努めてまいりたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○９番（前川文博） 

回答いただきました。今回、３つ大きな質問をさせていただきましたが、一番今、神岡

の中央で気になっているのは、一番最初にあった火災の件でございますので、市の対応を
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早期にできるように取りまとめをしていただいて、いっていただけることを期待いたし

まして、私の一般質問を終わらせていただきます。 

〔９番 前川文博 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

以上で、９番、前川議員の質問を終わります。 

 

◆休憩 

◎議長（葛谷寛德） 

ここでコロナ対応のため暫時休憩といたします。 

再開を午後１時４５分といたします。 

 

  （ 休憩 午後１時３９分  再開 午後１時４５分 ） 

 

◆再開 

◎議長（葛谷寛德） 

それでは、休憩を解き、会議を再開いたします。 

  ４番、上ケ吹議員。 

〔４番 上ケ吹豊孝 登壇〕 

○４番（上ケ吹豊孝） 

議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。今回は、１点、流葉スキ

ー場再建について、ご質問４点をさせていただきます。 

流葉スキー場は飛騨市民とくに神岡町民にとっては、子どものころから慣れ親しむ身

近な存在でした。今から二十数年前、子どもを連れて行ったころは、スキー場も駐車場も

大渋滞で滑走は２分～３分。リフト待ちは、１時間が当たり前のスキー全盛時代は、我々

が子どものころより続いていました。 

とくに神岡は、冬季の観光事業が乏しく、観光資源として観光産業を支える重要な役割

を担っていました。 

しかし、いろいろな要因によりスキー人口の減少が全国的にみられ、流葉スキー場も平

成１５年より市からの経営移譲により大阪の観光会社が約１６年間経営を行っていまし

た。しかし、ことしは異例の雪不足により、滑走がほとんどできない状況、また新型コロ

ナ感染症とダブルパンチで、今回流葉スキー場運営からの撤退となりました。 

地元宿泊事業者、１５軒にとっては、年間宿泊者数の約４０パーセントを占めておりま

す。また、スキー場には飲食店があり、個人経営で３軒、指定管理者で２軒となっていま

す。そのため、このスキー場がなくなることは、今後の経営に不安を抱え、廃業の危機さ

え感じられておられます。また、スキー場で働く地元住民にとっては冬場の大事な雇用の

場となっています。飛騨市は流葉スキー場の廃止した場合、地域経済に与える影響がとて
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つもなく大きいことからスキー場を維持する方針を示されました。そこで今後のスキー

場再建に関してご質問いたします。 

１つ目、スキー場存続のための方策について。突然、スキー場運営会社が撤退するニュ

ースが流れ市民並びに地元宿泊事業者にとっては大変驚きの発表でした。とくに地元宿

泊事業者は、スキー場が廃止されることは、生活基盤そのものが崩れる大変重要な問題で

す。しかし、市はスキー場を今後も維持すると発表されています。どのように事業再開を

進めるか。また、新規事業者に求めるものは何かを伺います。 

２つ目、スキー場集客に向けた取り組みについて。全国的にスキー客は、近年横ばい傾

向にあるようです。飛騨市の観光統計資料によると、平成２７年度以降、５年間を見ます

と、約３万人の来訪客があり、横ばい状況です。２０１８年度は２万１，０００人と少な

いのですが、統計を見ますと、飛騨かわいスキー場も減少していることで、これは、暖冬

と思われます。また、宿泊者数では、平成２９年度～平成３１年度の３年間では、平均７，

５００人。そのうち、緑風観光株式会社殿所有宿泊所の平均が１，８００人で、宿泊事業

者全体の約２５パーセントを占めています。また、それ以外にも関西方面や中京圏より観

光事業のプロとしての営業活動されていたことから宿泊者数以外にもプラスアルファ分

の来場者があったと考えます。当然ながら観光協同組合や、スキー学校の皆さんも関西方

面、中京地区への営業活動はずっとやっておられました。そうした中、来シーズン以降、

行政として集客する方策と新規事業者への支援方法をお聞かせください。 

３点目、流葉観光事業の取り組みについて。今回、観光運営会社が撤退したことで、今

まで以上に流葉観光全体の誘客に向け、行政、観光協同組合、それと地域一体となってこ

の難局を乗り越えなければならないと思います。 

また、ここ２年～３年、暖冬の影響で、滑走時期が年を越すこともありました。昨シー

ズンは１年間ほとんど滑れない異常事態でした。今後も数年周期で起こるかもしれない

事態に備え、流葉スキー場のグリーンシーズン観光事業の検討も必要と考えます。何かお

考えがあればお聞かせください。 

４点目、スキー場の維持改修について。スキー場には欠かせない索道、スキーリフトで

すが、聞きますと、老朽化が進み、早急にメンテナンスや更新が必要とお聞きしました。

今後スキー場を維持するためには欠かせない設備ですが現状設備をどの程度まで更新や

改修を考えているかお聞かせください。 

また、全盛期と変わらずスキーゲレンデはそのままの状態です。今後、ゲレンデ数の見

直しやスキーリフト数の見直しを検討されているかお伺いいたします。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

  〔商工観光部長 清水貢 登壇〕 

□商工観光部長（清水貢） 

  ひだ流葉スキー場の再建に関するご質問について、一括して答弁いたします。 
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１点目のスキー場存続のための方策に関するご質問のうち、事業再開に向けた方針に

つきましては、昨日、野村議員からの質問にもお答えしておりますが、ひだ流葉スキー場

及びその周辺施設において、一体的に指定管理者制度を適用することとして準備を進め

ております。具体的には、今議会に上程しております観光施設条例の改正により当該スキ

ー場を公の施設として位置づけた後、速やかに公募要領等を策定、７月から８月にかけて

全国公募を行い、その結果を指定管理者選定委員会にて審査、最終的な候補者を選定のう

え、９月議会において指定管理者の指定議案及び指定管理料に係る補正予算案を上程さ

せていただく予定としております。 

その際、新規事業者に求めるものは何かとのお尋ねでございますが、これはやはり地元

密着の一言に尽きると思っております。これまで緑風観光株式会社に経営を委ねる中で、

関西圏からの集客等については大いに力を発揮していただいた反面、地域の方々との関

係性には、やや欠ける部分があったものと捉えております。スキー人口が減少していく中、

遠方から大量の集客を図ることは困難であり、主要商圏である岐阜県内や北陸地方を中

心に、いかに近隣需要を掘り起こしていくのか、幅広い年齢層のスキーヤーに対し、いか

に流葉の魅力を訴求していくのか、新しい事業運営者には、こうした地道な活動に地元の

方々と協力して取り組んでいくような姿勢を求めたいと考えております。 

２点目のご質問、集客に向けた取り組みにつきまして、こうした基本的な考え方のもと、

地元の流葉観光開発協同組合等と一体となった営業活動が重要であると考えております。

さらに、これまでの経験から、こうした営業活動に市が加わることで、旅行代理店や商談

会での反応が大きく異なることを実感しておりますので、今後こうした働きかけを一層

強めてまいりますとともに、例えばスポーツ雪合戦の大会誘致や、過去に行われていたス

キーカーニバルなどのイベント開催等、流葉地区の賑わいを取り戻すための方策につい

ても、地元の方々とともに汗をかいてまいりたいと考えております。 

次に３点目のグリーンシーズン観光に関するご質問ですが、これまでも、流葉観光事業

における夏場の柱をサッカー需要の取り込みに捉え、各種大会や合宿の誘致に取り組ん

でまいりました。この結果、流葉周辺宿泊施設の年間宿泊数の約６割をサッカー合宿等の

夏場の利用が占めるに至っており、隣接する数河地区も一体として、さらなるサッカー需

要の掘り起こしを進めていく必要があると考えております。さらに、地元の方々の運営に

よるツーデーウオークや、クアオルト健康ウオーキングコース、流葉ドローンパークの開

設等、これまでに種をまいてきた事業を発展させていく必要もあります。 

しかしながら、こうした取り組みを行うにあたっては、関係者の高齢化に伴う地元のマ

ンパワー不足が最大の課題となっており、流葉運営に積極的に取り組んでもらえる地域

外からの仲間づくりについても、新たな運営事業者に期待を寄せているところでござい

ます。 

最後に４点目のご質問、索道の維持管理とゲレンデ見直しの検討状況についてお答え

をいたします。 
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索道事業を維持するためには、適合基準に合致する施設の維持管理が必要となります

が、メーカーによる整備推奨基準によれば、第３ペアパラレルリフトを除く５基の索道を

安全な状態に保つために必要となる令和８年度までの計画的な改修費用は、各年１，２０

０万円～２，８００万円と試算されております。７年間の総額は、約１億３，０００万円

程度となります。さらに、第３ペアパラレルリフトについては、原動装置・制御盤等の電

気部品の全面更新や鋼索交換等が必要な状態にあり、仮にこれらの整備をすべて行った

場合、Ａ線で約７，７００万円、Ｂ線で約８，３００万円程度が必要になります。 

こうしたコストを削減していくためには、例えば国設ゲレンデの閉鎖等による索道基

数の縮小が考えられるところですが、一方で、流葉最大の魅力ともいえる国設ゲレンデの

閉鎖は、コストの削減効果以上に流葉の評判を落とすことにつながりかねず、かえって収

入の減少を招く可能性もあります。 

このため、本シーズンについては、指定管理者制度を適用した実際の運営を行う中で、

具体の年間負担額や損益分岐点の検証を行い、今後の方針については、その検証結果を踏

まえ、運営者や地元の方々とも相談しながら、徐々に定めていきたいと考えております。 

〔商工観光部長 清水貢 着席〕 

○４番（上ケ吹豊孝） 

お答えを聞きました。まず１点目のですね、運営会社の件なんですが、今公募されると

いうことなんですが、例えば、１者の応募があってですね、市が望む応募条件に満たなか

った場合はどう対応されるのでしょうか。 

◎議長（葛谷寛德） 

  答弁を求めます。 

□商工観光部長（清水貢） 

公募条件に見合うような事業者に手をあげていただきたいというふうに思っておりま

すけれども、そこにつきましては、その公募の条件が厳しすぎるのではないか、あるいは

その内容につきまして再確認をした上で、さらに募集をはかっていきたいと考えており

ます。 

○４番（上ケ吹豊孝） 

今の答弁なんですが、やはり、例えば１者ですと、もうそれありきになってしまって、

技量がないのに指定管理者になると。そうすると、なかなか運営がうまくいかなくなるこ

ともありますので、そのへんは十分精査していただいてお願いしたいと思います。 

２番目のですね、質問の中で結局スキー場を今回大阪の観光会社が撤退して、恐らく今

まで１６年間やってみえたので、かなりの集客能力があって、当然毎年の平均１，８００

人以外にリピート客も数多く誘客されたと思うんですが、今後流葉スキー場運営するに

は、年間およそ何名ぐらいの集客があれば維持できるのか。もし、わかればお願いしたい

のですが。 
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□商工観光部長（清水貢） 

流葉スキー場自体の運営につきましては、リフトの輸送人員、これに限ると思います。

大体４０万人から６０万人くらいの間で推移をしております。そうしたことから、先ほど

議員おっしゃられましたように、やはりフルシーズン運営ができればいいのですけれど

も、雪不足などで少ないときなどについては、非常時であるとは思いますけれども、そう

したリフト人員とか宿泊者人員とかを平均して鑑みながら今後計算をしていきたいなと

いうことを考えております。 

○４番（上ケ吹豊孝） 

年間３万人の集客で、４０万、５０万とは、回数を言ってみえるんでしょうか 

□商工観光部長（清水貢） 

そうでございます。年間来場者数につきましては、３万人から５万人というような状況

が続いていると思いますけれども、リフトにつきましては回数、リフトに乗車した回数を

申しております。 

○４番（上ケ吹豊孝） 

質問したんですけれども、結局、緑風観光株式会社さんが撤退するということで、かな

りのマイナス分があると思うんですね。それと一番心配するのは、今回のコロナ感染症の

影響で、恐らく日本のスキー場の有名なところはインバウンドが見込めないということ

で、当然日本の顧客の取り合いになると思うんですね。そうすると、それがもしコロナが

なかったら、さほど影響がないのかもしれませんけれど、そういったことで国内の顧客の

取り合い。それでもって緑風観光株式会社さんは、１，８００人プラスアルファの部分が

あったということでいうことは、今までの営業では、恐らくその平均３万人の確保は難し

いと思うのですが、その新規開拓の方策がもしあればお聞かせ下さい。 

□商工観光部長（清水貢） 

新規開拓はなかなか難しいんですけれども、従来より行っております学校への働きか

け、修学旅行への働きかけ、こういったものにつきましては、今以上にやっていただきた

いと考えております。 

○４番（上ケ吹豊孝） 

先ほど清水部長の答弁にありましたように、今まで大阪の観光会社ということで、どう

しても基盤は関西方面だと思うんですね。それでやっぱりとくに地元を飛騨市周辺、ここ

の営業が薄かったと思います。それで、今から大人を誘致するよりも、今の小学校・中学

校、その生徒さんたちが、なかなか今、地元の子どもさんもスキーをするという方が年々

減っているらしいんです。そういった新規としてそういった小・中学生を誘致するために、

今回地元の事業者さんということなんで、もう大胆にスキーリフト券を半額にするとか

いろんなことをしていただいて、新規誘客に努めてもらいたいのと今度古川に大学がで

きるということなので、今のうちから小・中学校をスキーをたくさんさせて、今度大学へ

行ったときに地方から来ている大学生を流葉に連れて行くような、もう長い目の営業を
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検討していただきたいと思います。 

あと、グリーンシーズンなんですが、言われたようにサッカーの誘致で宿泊事業者は６

割ぐらいでスキーが４割という割合なんですが、これも重要な集客なんですが、私思うに

コロナ感染の影響で、恐らくここ数年収束しないということであれば、インドアのイベン

トとかインドアのスポーツというのはどうしても敬遠されると思うんですね。 

そうしたことで、不謹慎かもしれませんが、これを機に流葉のイベント・スポーツとか

今やられているツーデーウオーク、いろいろありますけれども、それ以外のやはり集客も

検討しないとなかなかフルシーズンでの事業展開するということは難しいと思いますの

で、そのへんも検討していただければと思います。 

最後のスキー場維持なんですが、どうしてもリフトは人を運ぶので、安全に当然、力を

入れなきゃいけないと思うんですが、やはり今後は流れを見ますと、どうしても平日はか

なりスキー客が少ないように思います。それでもっても、まだリフトが回っているという

状態なんですが、ちょっと地方の有名なスキー場を調べますと、かなり有名なところでも

集客が少ない平日は閉鎖するような大胆な手でもとっているそうです。そういったこと

で、やはりウィークデーはスキーゲレンデを交代に休ませるとか。本当はスリム化するの

が１番いいんでしょうけれども、やはりどうしても飲食業とか宿泊設備があるので、その

スキー場を閉鎖するというのは難しいと思いますが、そういったことも検討していただ

ければと思いますが、そのへん何かすべて動かすんじゃなくて、やはりそのへんの検討も

ちょっとされているのかもう一度お伺いしたいんですが。 

□商工観光部長（清水貢） 

先ほども少し触れましたけれども、国設へ向かうためにはどうしても乗り継いで行く

リフトがあります。それを止めることは、また難しいのかなということを思います。あと

第１ゲレンデ、第２ゲレンデにつきましても、利用につきましては、緩斜面でございます

ので、初心者向きということでございますが、どうしても全く止めてしまうということに

つきましては、難しいのかなということを思っております。山に向かって右側のコース、

左側のコースがあると思うんですけれども、そういったコースの一部閉鎖みたいなとこ

ろにつきましては、検討の余地があるのかなと思っておりますので、ただ、それに伴いま

して経費が削減されるのか、そういったことも十分検討を踏まえまして、今後詰めていき

たいなということを思っております。 

○４番（上ケ吹豊孝） 

ありがとうございます。あと先ほど言い忘れたんですが、実は私、ゴールデンウイーク

明けに国設へ初めて冬以外に行ってまいりました。ことし暖冬で、５月連休明けにはもう

雪がないと思ったんですが、まだあちこち雪があって、とても天気は良かったのですが、

寒い日でした。 

それで私、山好きの友人を連れて行ってみたらですね、流葉の国設からは、百名山のう

ちの八名山が見える。日本でも有数の眺望だということで、私はあまりそういった山には
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興味がなかったのですが、私みたいな素人でもなかなか北アルプスを眺めると感動した

のを覚えています。そういったことで、今、夏はリフトの座席ですか、とられているんで

すが、やはりいろんなことで集客を考えれば、流葉の国設はとても商品価値があるように

思えるので、そのへんもまた検討材料に入れていただきたいと思います。 

あとそれともう１点、実はコロナ感染症でテレワーク、在宅勤務がテレビ等でやられて

いたのですが、どうしても学校も休業ということで、家で在宅勤務をしても、とても仕事

にならないということで、東京のそういった旅館・ホテルでは、テレワーク、在宅勤務用

に開放してかなり評判が良いというのをテレビで見ました。ということで、流葉も静かな

宿泊施設があって休憩にはかなり広々とした草原がありますので、そういったことも念

頭に入れて、いろいろな方面で検討していただきたいと思います。そういったことで、最

後になりますけれども、地元業者さんは、雪が降りコロナが収束すれば何とか冬の営業が

できます。行政にお願いするとすれば、とにかくことしの１２月には無事スキー場が平常

通り稼働してほしいのが望みでございます。そうしたことで、どうにかこの１２月には流

葉スキー場が無事運転されますようにお願いして私の質問を終わります。 

◎議長（葛谷寛德） 

以上で、４番、上ケ吹議員の一般質問を終わります。 

  以上で質疑並びに一般質問を終結いたします。 

 

◆休憩 

◎議長（葛谷寛德） 

  ここでコロナ対策のため暫時休憩といたします。再開を午後２時２０分といたします。 

  

  （ 休憩 午後２時１２分  再開 午後２時２０分 ） 

 

◆再開 

◎議長（葛谷寛德） 

  休憩を解き、会議を再開いたします。 

  

◆委員会付託 

◎議長（葛谷寛德） 

  ただいま議題となっております、議案第７０号から議案第８０号までの１１案件につ

きましては、お手元に配付しました議案付託一覧表のとおり、各委員会に付託をいたしま

す。 

次に議題となっております議案第８１号及び議案第８２号の２案件につきましては議

員全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、お手元に配付しました議案付託一覧

表のとおり、予算特別委員会に付託いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 
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  （「異議なし」との声あり） 

◎議長（葛谷寛德） 

  ご異議なしと認めます。よって、議案第８１号及び議案第８２号の２案件につきまして

は、議員全員をもって構成する予算特別委員会を設置し、これに付託のうえ、審査するこ

とに決定いたしました。 

 

◆日程第１６ 議案第８３号 指定管理者の指定について（飛騨市神岡広域総合交流促進 

施設、飛騨市流葉自然休養村オートキャンプ場、飛騨市流葉 

自然休養園コテージ） 

◎議長（葛谷寛德） 

  次に、日程第１６、議案第８３号、指定管理者の指定について（飛騨市神岡広域総合交

流促進施設、飛騨市流葉自然休養村オートキャンプ場、飛騨市流葉自然休養園コテージ）

を議題といたします。本件について説明を求めます。 

〔総務部長 泉原利匡 登壇〕 

□総務部長（泉原利匡） 

  議案第８３号、指定管理者の指定について（飛騨市神岡広域総合交流促進施設、飛騨市

流葉自然休養村オートキャンプ場、飛騨市流葉自然休養園コテージ）につきまして説明を

いたします。本議案は、現指定管理者の指定を令和２年６月３０日をもって取り消すこと

から７月以降の指定管理者を指定するものです。以上、よろしくお願いいたします。 

〔総務部長 泉原利匡 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」との声あり） 

◎議長（葛谷寛德） 

  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております議案第８３号は、産業常任委員会に付託いたします。 

 

◆日程第１７  議案第８４号 令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号） 

◎議長（葛谷寛德） 

次に日程第１７、議案第８４号、令和２年度飛騨市一般会計補正予算（補正第３号）を

議題といたします。本件について説明を求めます。 

〔市長 都竹淳也 登壇〕 

△市長（都竹淳也） 

  それでは、議案第８４号にて提案をさせていただきました補正予算につきまして概要

のご説明を申し上げます。今回の追加上程は、６月８日の補正予算案上程後に必要となり

ました次の３点につきまして、ご提案を申し上げるものでございます。  
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まず１点目ですが、緊急経済対策住宅リフォーム補助金の増額でございます。この補助

金は、申請受付順での交付決定とするということで、予算総額を１億円と定めていたとこ

ろでございますけれども、５月１日の臨時議会議決後に、事業者をはじめ市民の皆様方に

周知を始めましたところ、申請受付前から大変な反響がございまして、５月１８日、月曜

日の受付後２週間の時点で、７，０００万円を超えるという交付申請を受け付けたという

状態でございました。  

このペースでは、予算総額の１億円に達するまであと１週間と見込まれましたことか

ら、書類提出のタイミングで補助金採択の有無が生じては不公平となりますので、翌週１

週間で受け付けを打ち切るということにいたしまして、週最後の６月５日、金曜日までは

すべての申請を受け付けるということにいたしました。 

しかし、その後、受け付けがさらに右肩上がりで急増いたしまして、最終的に８２８件、

申請総額は１億８，２００万円となったところでございます。現在、予算を超えた申請に

つきましては、交付決定をせずに保留状態といたしておりますけれども、この事業は新型

コロナ渦の市内経済の活性化策として打ち出したものでございますし、確実に経済効果

が見込めるうえ、市民のニーズも高く、大変喜ばれている事業でもありますので、この申

請をすべて認めるべく、必要となる予算の追加上程を行うものでございます。 

２点目は、６月１９日からの新型コロナウイルス感染症対策における全国的な観光振

興の規制緩和を見据えた高山市、白川村と連携した２市１村の観光キャンペーン関連事

業の予算でございます。５月１４日の緊急事態宣言解除後、各市村の間で協議を重ねまし

て、このたび内容がまとまったことから、追加上程させていただくものでございます。  

先ほどの商工観光部長の答弁の中で、すこし触れさせていただいたところでございま

すけれども、飛騨市としては、これまでの岐阜県民に限って１人、１泊３，０００円の宿

泊補助としている「飛騨あんしんの旅キャンペーン」を全国に拡充いたします。さらに宿

泊者１人当たり、１，０００円の商品券をプレゼントすることで、飲食や土産物などの市

内消費喚起を図ることをあわせまして、追加所要額３，３００万円を計上することで、ヒ

トやモノが動き出す今回の機会を逸することのないよう対処してまいりたいと考えてお

ります。  

なお、このほか、２市１村の話し合いの中で、市有施設等の入館料を無料とするという

話し合いがまとまりまして、飛騨市は、飛騨古川まつり会館、飛騨の匠文化館、江馬氏館

跡公園などを無料開放するという予定といたしております。  

最後３点目は、コロナウイルス感染に配慮しつつ、最前線で活躍されている医療機関関

係者、具体的には飛騨市医師会や飛騨市歯科医師会に対しまして、日々の業務に不可欠と

なります感染防護用品を十分に配備できるよう補助金３００万円を新たに計上するもの

でございます。これも昨日、市民福祉部長の答弁の中ですこし触れておりますけれども、

市では、これまで感染防護用品の配布支援を行っておりますが、各医師会から減収が顕著

になる中で、購入費の支援をしてほしい旨の要望がありましたことから、これに応え、地
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域医療の安全性を確保できるよう支援していこうとするものでございます。  

以上、今回の補正予算は、一般会計で１億１，８００万円を増額し、補正後の総額は、

２１２億６，４００万円となります。財源につきましては、これまで活用してまいりまし

た財政調整基金ではなく、５月末をもって確定いたしました令和元年度からの純繰越金、

１０億３，７００万円のうち、１億１，８００万円を計上いたしております。なお、繰越

金の残額につきましては、既に予算化しているものもございますので、それを含めまして、

また、７月に確定いたします普通交付税とあわせまして、９月補正予算で調整することと

いたしたいと考えております。 

以上をもちまして、追加上程における提案説明を終わらせていただきます。 

〔市長 都竹淳也 着席〕 

◎議長（葛谷寛德） 

  説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑はありませんか。 

  （「なし」との声あり） 

◎議長（葛谷寛德） 

  質疑がないようですので、質疑を終結いたします。 

  ただいま議題となっております、議案第８４号につきましては、先ほど設置しました議

員全員をもって構成する予算特別委員会に付託のうえ、審査したいと思います。これにご

異議ございませんか。 

  （「異議なし」との声あり） 

◎議長（葛谷寛德） 

  ご異議なしと認めます。よって、議案第８４号につきましては、議員全員をもって構成

する予算特別委員会に付託のうえ審査することに決定いたしました。 

 

◆休会 

◎議長（葛谷寛德） 

  ここでお諮りいたします。６月１８日から６月２３日までの６日間は、常任委員会、予

算特別委員会審査等のため本会議を休会といたしたいと思います。これにご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

◎議長（葛谷寛德） 

  ご異議なしと認めます。よって、６月１８日から６月２３日までの６日間は、本会議を

休会とすることに決定をいたしました。 

 

◆散会 

◎議長（葛谷寛德） 

  以上で、本日の日程はすべて終了いたしました。次回の会議は、６月２４日、午前１０
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時を予定しております。本日はこれにて散会といたします。おつかれさまでした。 

 

 

（ 散会 午後２時２８分 ） 
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